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税務訴訟資料 第２７２号（順号１３７３４） 

 

 東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号、同第●●号、同第●●号、同第●●号 消費税更

正処分等取消請求事件（以下、順に「Ａ事件」、「Ｂ事件」、「Ｃ事件」、「Ｄ事件」という。） 

 国側当事者・国（荒川税務署長ほか） 

 令和４年７月１５日却下・棄却・控訴 

 

    判    決 

 Ａ事件原告          株式会社Ｅ 

                 （以下「原告Ａ」という。） 

 同代表者代表取締役      Ｆ 

 Ｂ事件原告          株式会社Ｇ 

                 （以下「原告Ｂ」という。） 

 同代表者代表取締役      Ｈ 

 Ｃ事件原告          株式会社Ｉ 

                 （以下「原告Ｃ」という。） 

 同代表者代表取締役      Ｊ 

 Ｄ事件原告          株式会社Ｋ 

                 （以下「原告Ｄ」という。） 

 同代表者代表取締役      Ｌ 

 上記４名訴訟代理人弁護士   新穂 均 

                渡邉 誠 

                大畑 駿介 

 被告             国 

 同代表者法務大臣       古川 禎久 

 Ａ事件処分行政庁       荒川税務署長 

                吉田 郷 

 Ｂ事件処分行政庁       麻布税務署長 

                小尾 雅和 

 Ｃ事件処分行政庁       神田税務署長 

                山下 功起 

 Ｄ事件処分行政庁       京橋税務署長 

                佐野 崇之 

 同指定代理人         八屋 敦子 

                野間 隆一朗 

                今中 暉 

                栗村 慶一 

                野村 智子 

                小島 愛大 
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    主    文 

 １ 本件訴えのうち別紙１却下部分目録記載の部分をいずれも却下する。 

 ２ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 

 ３ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

  １ Ａ事件に係る請求 

    荒川税務署長（以下「本件税務署長Ａ」という。）が平成２９年９月２９日付けで原告Ａに

対してした平成２８年１月１日から同年６月３０日までの課税期間（以下「本件課税期間

（原告Ａ分）」という。）の消費税及び地方消費税（以下、併せて「消費税等」という。）の更

正処分（以下「本件更正処分（原告Ａ分）」という。）並びに重加算税の賦課決定処分（以下

「本件賦課決定処分（原告Ａ分）」といい、本件更正処分（原告Ａ分）と併せて「本件更正処

分等（原告Ａ分）」という。）を取り消す。 

  ２ Ｂ事件に係る請求 

    麻布税務署長（以下「本件税務署長Ｂ」という。）が平成２９年９月２５日付けで原告Ｂに

対してした平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの課税期間（以下「平成２８

年３月課税期間（原告Ｂ分）」といい、他の原告Ｂの課税期間も同様に表記する。）及び平成

２８年６月課税期間（原告Ｂ分）（以下、併せて「本件課税期間（原告Ｂ分）」という。）の消

費税等の更正処分（以下「本件更正処分（原告Ｂ分）」という。）並びに重加算税の賦課決定

処分（以下「本件賦課決定処分（原告Ｂ分）」といい、本件更正処分（原告Ｂ分）と併せて

「本件更正処分等（原告Ｂ分）」という。）を取り消す。 

  ３ Ｃ事件に係る請求 

    神田税務署長（以下「本件税務署長Ｃ」という。）が平成２９年９月２７日付けで原告Ｃに

対してした平成２８年３月１日から同月３１日までの課税期間（以下「平成２８年３月課税

期間（原告Ｃ分）」といい、他の原告Ｃの課税期間も同様に表記する。）、平成２８年４月課税

期間（原告Ｃ分）、平成２８年５月課税期間（原告Ｃ分）及び平成２８年８月課税期間（原告

Ｃ分）（以下、併せて「本件課税期間（原告Ｃ分）」という。）の消費税等の更正処分（ただし、

平成２８年３月課税期間（原告Ｃ分）及び平成２８年４月課税期間（原告Ｃ分）に係るもの

については、令和４年５月１３日付けの減額更正処分により減額された後のもの。以下「本

件更正処分（原告Ｃ分）」という。）並びに重加算税の賦課決定処分（以下「本件賦課決定処

分（原告Ｃ分）」といい、本件更正処分（原告Ｃ分）と併せて「本件更正処分等（原告Ｃ分）」

という。なお、平成２８年３月課税期間（原告Ｃ分）及び平成２８年４月課税期間（原告Ｃ

分）に係るものについて、当該減額更正処分により減額される前のものを特に指す場合には、

「本件更正処分等（原告Ｃ分）（ただし、平成２８年３月課税期間（原告Ｃ分）及び平成２８

年４月課税期間（原告Ｃ分）に係るものについては、令和４年５月１３日付けの減額更正処

分により減額される前のもの）」などと表記する。）を取り消す。 

  ４ Ｄ事件に係る請求 

    京橋税務署長（以下「本件税務署長Ｄ」という。）が平成２９年９月２９日付けで原告Ｄに

対してした平成２８年４月１日から同年６月３０日までの課税期間（以下「本件課税期間
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（原告Ｄ分）」という。）の消費税等の更正処分（以下「本件更正処分（原告Ｄ分）」という。）

及び重加算税の賦課決定処分（以下「本件賦課決定処分（原告Ｄ分）」といい、本件更正処分

（原告Ｄ分）と併せて「本件更正処分等（原告Ｄ分）」という。）を取り消す。 

 第２ 事案の概要 

    本件は、原告らが、それぞれ本件課税期間（原告Ａ分）、本件課税期間（原告Ｂ分）、本件課

税期間（原告Ｃ分）及び本件課税期間（原告Ｄ分）（以下、併せて「本件課税期間」という。）

において輸出物品販売場（以下、併せて「本件販売場」という。また、本件販売場のうち、

原告Ａに係るものを「本件販売場Ａ」といい、他の原告に係るものも同様に表記する。）で販

売したとする宝石（以下、併せて「本件宝石」という。また、本件宝石のうち、原告Ａに係

るものを「本件宝石（原告Ａ分）」といい、他の原告に係るものも同様に表記する。）の仕入

代金として計上した金額（以下、併せて「本件仕入計上額」という。また、本件仕入計上額

のうち、原告Ａに係るものを「本件仕入計上額（原告Ａ分）」といい、他の原告に係るものも

同様に表記する。）を課税仕入れに係る支払対価の額に含めるなどして、消費税等の確定申告

書（以下、併せて「本件課税期間確定申告書」という。また、本件課税期間確定申告書のう

ち、本件課税期間（原告Ａ分）に係るものを「本件課税期間確定申告書（原告Ａ分）」といい、

他の課税期間に係るものも同様に表記する。）を提出したところ、本件税務署長Ａ、本件税務

署長Ｂ、本件税務署長Ｃ及び本件税務署長Ｄが、それぞれ本件仕入計上額に係る課税仕入れ

はなかったと認められることなどを理由として、本件更正処分等（原告Ａ分）、本件更正処分

等（原告Ｂ分）、本件更正処分等（原告Ｃ分）及び本件更正処分等（原告Ｄ分）（以下、併せ

て「本件更正処分等」という。また、本件更正処分（原告Ａ分）、本件更正処分（原告Ｂ分）、

本件更正処分（原告Ｃ分）及び本件更正処分（原告Ｄ分）を併せて「本件更正処分」という。）

をしたことから、原告らが、それぞれ前記第１の１から４までのとおりの処分の取消しを求

めた事案である。 

  １ 主な関係法令の規定 

    主な関係法令の規定は、別紙２のとおりである（なお、本件の争点と関係しない部分につい

ては適宜省略している。また、別紙２において定義した略語については、以下においても用

いることとする。）。 

  ２ 前提事実 

    次の事実は、当事者間に争いのない事実又は当裁判所に顕著な事実のほか、掲記の証拠（な

お、以下、書証番号は、特記しない限り、枝番の記載を省略する。）又は弁論の全趣旨によっ

て認めることができる事実である。 

  （１）当事者等 

    ア（ア）原告Ａは、平成２３年１月●日に宝石等の輸入及び加工販売等を目的として設立さ

れた株式会社であり、Ｆ（以下「原告代表者Ａ」という。）が、その代表取締役を務

めている。なお、原告代表者Ａがその代表取締役に就任するまでは、Ｍ（以下「訴外

元代表者」という。）が、その代表取締役を務めていた。（甲Ａ１） 

     （イ）原告Ａが、平成２８年２月４日に、東京都台東区に所在する本件販売場Ａについて、

一般型輸出物品販売場として消費税法８条６項の規定による許可を求める旨の輸出物

品販売場許可申請書を提出したところ、本件税務署長Ａは、同月１７日付けで、これ

を許可した。（乙Ａ３） 



4 

 

     （ウ）原告Ａは、平成２８年６月１０日に、「適用開始日又は変更日」を同年７月１日と

し、「適用又は変更後の課税期間」を「三月ごとの期間」に短縮して「７月１日から

９月３０日まで」、「１０月１日から１２月３１日まで」、「１月１日から３月３１日ま

で」及び「４月１日から６月３０日まで」とする旨の消費税課税期間特例選択届出書

を提出した。（乙Ａ４） 

     （エ）原告Ａは、平成２９年９月２５日に、同月２２日をもって前記（イ）の許可を受け

ていた本件販売場Ａを廃止した旨の輸出物品販売場廃止届出書を提出した。（乙Ａ５） 

    イ（ア）原告Ｂは、平成２０年５月●日に貴金属等の輸出入及び売買等を目的として設立さ

れた株式会社であり、Ｈ（以下「原告代表者Ｂ」という。）が、その代表取締役を務

めている。（甲Ｂ１） 

     （イ）原告Ｂが、平成２７年９月３０日に、東京都新宿区に所在する本件販売場Ｂについ

て、一般型輸出物品販売場として消費税法８条６項の規定による許可を求める旨の輸

出物品販売場許可申請書を提出したところ、本件税務署長Ｂは、同年１０月２７日付

けで、これを許可した。（乙Ｂ３） 

     （ウ）原告Ｂは、平成２８年３月３０日に、「適用開始日又は変更日」を同年４月１日と

し、「適用又は変更後の課税期間」を「三月ごとの期間」に短縮して「４月１日から

６月３０日まで」、「７月１日から９月３０日まで」、「１０月１日から１２月３１日ま

で」及び「１月１日から３月３１日まで」とする旨の消費税課税期間特例選択届出書

を提出した。（乙Ｂ４） 

     （エ）原告Ｂは、平成２９年３月３１日に、平成２８年９月３０日をもって前記（イ）の

許可を受けていた本件販売場Ｂを廃止した旨の輸出物品販売場廃止届出書を提出した。

（乙Ｂ５） 

    ウ（ア）原告Ｃは、平成２３年９月●日に宝石等の輸出入及び売買等を目的として設立され

た株式会社であり、Ｊ（以下「原告代表者Ｃ」という。）が、その代表取締役を務め

ている。（甲Ｃ１） 

     （イ）原告Ｃは、平成２３年１１月２８日に、同年９月●日以降に開始する課税期間につ

いて、消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けないこととする旨の消費税課税事

業者選択届出書を提出した。（乙Ｃ３） 

     （ウ）原告Ｃは、平成２７年８月２７日に、「適用開始日又は変更日」を同年９月１日と

し、「適用又は変更後の課税期間」を「一月ごとの期間」に短縮して「９月１日から

９月３０日まで」、「１０月１日から１０月３１日まで」、「１１月１日から１１月３０

日まで」、「１２月１日から１２月３１日まで」、「１月１日から１月３１日まで」、「２

月１日から２月２８日まで」、「３月１日から３月３１日まで」、「４月１日から４月３

０日まで」、「５月１日から５月３１日まで」、「６月１日から６月３０日まで」、「７月

１日から７月３１日まで」及び「８月１日から８月３１日まで」とする旨の消費税課

税期間特例選択届出書を提出した。（乙Ｃ４） 

     （エ）原告Ｃが、平成２７年９月２４日に、東京都千代田区に所在する本件販売場Ｃにつ

いて、一般型輸出物品販売場として消費税法８条６項の規定による許可を求める旨の

輸出物品販売場許可申請書を提出したところ、本件税務署長Ｃは、同年１０月３０日

付けで、これを許可した。（乙Ｃ５） 
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     （オ）原告Ｃは、平成２９年４月４日に、平成２８年９月３０日をもって上記（エ）の許

可を受けていた本件販売場Ｃを廃止した旨の輸出物品販売場廃止届出書を提出した。

（乙Ｃ６） 

    エ（ア）原告Ｄは、平成２３年５月●日に宝石等の販売及び輸出入等を目的として設立され

た株式会社であり、Ｌ（以下「原告代表者Ｄ」という。）が、その代表取締役を務め

ている。（甲Ｄ１） 

     （イ）原告Ｄは、平成２８年２月１日に、「適用開始日又は変更日」を同年４月１日とし、

「適用又は変更後の課税期間」を「三月ごとの期間」に短縮して「４月１日から６月

３０日まで」、「７月１日から９月３０日まで」、「１０月１日から１２月３１日まで」

及び「１月１日から３月３１日まで」とする旨の消費税課税期間特例選択届出書を提

出した。（乙Ｄ３） 

     （ウ）原告Ｄは、平成２８年２月１２日に、同年４月１日以降に開始する課税期間につい

て、消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けないこととする旨の消費税課税事業

者選択届出書を提出した。（乙Ｄ４） 

     （エ）原告Ｄが、平成２８年２月１日に、東京都中央区に所在する本件販売場Ｄについて、

一般型輸出物品販売場として消費税法８条６項の規定による許可を求める旨の輸出物

品販売場許可申請書を提出したところ、本件税務署長Ｄは、同年４月１日付けで、こ

れを許可した。（乙Ｄ５） 

     （オ）原告Ｄは、平成２９年９月１３日に、同日をもって上記（エ）の許可を受けていた

本件販売場Ｄを廃止した旨の輸出物品販売場廃止届出書を提出した。（乙Ｄ６） 

    オ 株式会社Ｎ（以下「訴外法人１」という。）は、平成２２年２月●日に宝石等の輸出入

販売等を目的として設立された株式会社であり、原告代表者Ａが、その代表取締役を務め

ている。なお、平成２９年６月１日以降は、ｆ（以下「訴外代表者１」という。）も、そ

の代表取締役を務めている。（乙共１） 

    カ Ｐ株式会社（以下「訴外法人２」という。）は、平成２３年９月●日に宝石等の輸出入

業務等を目的として設立された株式会社であり、Ｑ（以下「訴外代表者２」という。）が、

その代表取締役を務めている。（乙共２） 

  （２）契約書の内容等 

    ア 原告らがそれぞれ訴外法人１との間で取り交わしたとする平成２８年３月１０日（ただ

し、原告Ｄについては同年４月４日）付けの売上仕入契約書（以下、併せて「本件契約書」

という。また、本件契約書のうち、原告Ａに係るものを「本件契約書（原告Ａ分）」とい

い、他の原告に係るものも同様に表記する。）には、次の内容が記載されていた（なお、

本件契約書上、「甲」とは、原告らのいずれかのことを意味し、「乙」とは、訴外法人１の

ことを意味する。）。（甲Ａ５、甲Ｂ６、甲Ｃ３、甲Ｄ７） 

    （ア）「第１条（対象商品）」 

       「対象商品は、ルビー、サファイア、エメラルド等の貴金属とする。」 

    （イ）「第２条（委託業務の内容）」 

       「乙は、甲に対し貸出伝票に記載した商品の納入を行うほか、甲が消費者に商品を販

売するための補助を行うこととする。」 

    （ウ）「第３条（商品の販売場所）」 
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       「商品の販売場所は、甲が税務署長から許可を受けた輸出物品販売場とする。」 

    （エ）「第４条（売上代金の処理）」 

       「甲は、乙に対し原則として商品を消費者に販売した当日に売上報告をし、乙及び乙

の指定する代理人に乙の指定する場所にて代金を支払うものとする。なお、乙から督促

があった場合協議の上変更できるものとする。」 

    （オ）「第５条（所有権の移転時期）」 

       「商品の所有権の移転時期は、乙が甲の店舗に商品を搬入した時点ではなく、甲が消

費者に商品を販売した時点である。」 

    （カ）「第７条（顧客に対する責任負担）」 

       「甲が消費者に商品を販売した後に返品があった場合は、乙の納品後１８０日以内で

あれば、原則として乙は中国上海市のＲ（以下、「上海法人」という。）を経由して消費

者に返金するものとする。なお、その際甲は保証買取り手数料として販売代金の１２％

を乙を経由して上海法人に支払うものとする。」（以下、当該上海法人を「訴外上海法人」

という。また、中華人民共和国を「中国」という。） 

    イ 訴外法人１が訴外法人２との間で取り交わしたとする平成２８年３月８日付けの売上仕

入契約書（以下「訴外法人１・訴外法人２間の契約書」という。）には、次の内容が記載

されていた（なお、訴外法人１・訴外法人２間の契約書上、「甲」とは、訴外法人１のこ

とを意味し、「乙」とは、訴外法人２のことを意味し、「別添の各法人」とは、原告らのこ

とを意味する。）。（甲Ａ６、甲Ｂ７、甲Ｃ４、甲Ｄ８） 

    （ア）「第１条（対象商品）」 

       「対象商品は、ルビー、サファイア、エメラルド等の貴金属とする。」 

    （イ）「第２条（委託業務の内容）」 

       「乙は、甲の依頼により別添の各法人（以下、「別添の法人」という。）に商品を納入

するための補助を行うこととする。」 

    （ウ）「第３条（商品の販売場所）」 

       「商品の納入場所は、別添の法人が税務署長から許可を受けた輸出物品販売場とする。」 

    （エ）「第４条（売上代金の処理）」 

       「甲は、乙に対し原則として別添の法人が商品を消費者に販売した月末に売上報告を

し、乙及び乙の指定する代理人に乙の指定する場所にて代金を支払うものとする。なお、

乙から催促があった場合協議の上変更できるものとする。」 

    （オ）「第５条（所有権の移転時期）」 

       「商品の所有権の移転時期は、乙が甲の指定する別添の法人の店舗に商品を搬入した

時点ではなく、甲が別添の法人に商品を販売した時点である。」 

    （カ）「第７条（顧客に対する責任負担）」 

       「甲は別添の法人が消費者に商品を販売した後に返品があった場合は、乙の納入後１

８０日以内であれば、原則として甲の責任において返金する。」 

  （３）契約書以外の主な書類の内容等 

    ア（ア）訴外法人１が原告ら宛てに作成したとする貸出伝票（以下、併せて「本件貸出伝票」

という。また、本件貸出伝票のうち、原告Ａに係るものを「本件貸出伝票（原告Ａ

分）」といい、他の原告に係るものも同様に表記する。）には、それぞれ宝石の種類ご
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とに個々の重量（カラット）及び金額並びにそれらの合計等が記載されていたところ、

その概要は、別紙３の１及び２の表のとおりであった。（乙Ａ６、乙Ｂ６、乙Ｃ７、

乙Ｄ７） 

     （イ）訴外法人１が原告ら宛てに作成したとする納品書（以下、併せて「本件納品書」と

いう。また、本件納品書のうち、原告Ａに係るものを「本件納品書（原告Ａ分）」と

いい、他の原告に係るものも同様に表記する。）には、それぞれ取引年月日、宝石の

種類、個数、重量（カラット）及び金額等が記載されていた。（乙Ａ７、乙Ｂ７、乙

Ｃ８、乙Ｄ８） 

     （ウ）原告らが本件販売場で販売した際に作成したとする売上日報（以下、併せて「本件

売上日報」という。また、本件売上日報のうち、原告Ａに係るものを「本件売上日報

（原告Ａ分）」といい、他の原告に係るものも同様に表記する。）には、それぞれ取引

年月日、品名、重量（カラット）及び金額等が記載されていた。（乙Ａ８、乙Ｂ８、

乙Ｃ９、乙Ｄ９） 

     （エ）原告らが本件販売場で販売した際に作成したとするレジシート（以下、併せて「本

件レジシート」という。また、本件レジシートのうち、原告Ａに係るものを「本件レ

ジシート（原告Ａ分）」といい、他の原告に係るものも同様に表記する。）には、それ

ぞれ販売時刻、品名及び金額等が記載されていた。（乙Ａ１１、乙Ｂ１１、乙Ｃ１５、

乙Ｄ１２） 

     （オ）原告らが本件販売場で販売した際に提出を受けたとする購入者誓約書（以下、併せ

て「本件購入者誓約書」という。また、本件購入者誓約書のうち、原告Ａに係るもの

を「本件購入者誓約書（原告Ａ分）」といい、他の原告に係るものも同様に表記する。）

には、購入者とされている者（以下「本件購入者」という。また、本件購入者のうち、

原告Ａに係るものを「本件購入者（原告Ａ分）」といい、他の原告に係るものも同様

に表記する。）の氏名及び国籍、旅券等の種類及び番号、購入年月日、品名、重量

（カラット）並びに金額等が記載されていたほか（なお、本件購入者のほとんどは、

中国国籍と記載されている。）、その署名欄に本件購入者のものとする氏名が手書きで

記載されていた。（乙Ａ１１、乙Ｂ１１、乙Ｃ１５、乙Ｄ１２） 

     （カ）原告らは、それぞれ前記（エ）の本件レジシートの控えと上記（オ）の本件購入者

誓約書を本件購入者に係る旅券等の写しと共に保存していた。（乙Ａ１１、乙Ｂ１１、

乙Ｃ１５、乙Ｄ１２） 

    イ（ア）訴外法人２が訴外法人１宛てに作成したとする貸出伝票（以下「訴外法人１・訴外

法人２間の貸出伝票」という。）には、それぞれ取引年月日、宝石の種類、個数、重

量（カラット）及び金額等が記載されていたところ、その概要は、別紙４の表のとお

りであった。（乙共７（資料２～４）） 

     （イ）訴外法人２が訴外法人１宛てに作成したとする納品書（以下「訴外法人１・訴外法

人２間の納品書」という。）には、それぞれ取引年月日、宝石の種類、個数、重量

（カラット）及び金額等が記載されていたところ、その概要は、別紙５の表のとおり

であった。（乙共７（資料６～８）） 

     （ウ）訴外法人２が訴外法人１宛てに作成したとする領収証（以下「訴外法人１・訴外法

人２間の領収証」という。）には、平成２８年４月５日に１億８９５１万０８６１円、
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同年５月１０日に７億０６３７万９８０３円、同年６月７日に１３億６６０８万７１

１４円をそれぞれ領収した旨が記載されていた。（乙共７（資料９）） 

    ウ 「Ｓ」（以下「訴外タイ法人」という。）から納品を受けた際に訴外代表者２がサインし

たとする預り票（以下「訴外法人２・訴外タイ法人間の預り票」という。）には、それぞ

れ取引年月日、宝石の種類、個数、重量（カラット）及び金額等が記載されていたところ、

その概要は、別紙６の表のとおりであった。（乙共８） 

    エ 株式会社Ｔ（乙共５。以下「訴外法人３」という。なお、ｇは、その代表取締役を務め

ているものであり、以下「訴外代表者３」という。）が訴外法人２宛てに作成したとする

納品書（以下「訴外法人２・訴外法人３間の納品書」という。）には、それぞれ取引年月

日、宝石の種類、個数、重量（カラット）及び金額等が記載されていたところ、その概要

は、別紙７のとおりであった。（乙共４（資料１～３）） 

  （４）原告らによる本件課税期間確定申告書の提出等 

    ア（ア）原告Ａは、本件課税期間（原告Ａ分）において本件販売場Ａで本件宝石（原告Ａ分）

を販売したとして、本件売上日報（原告Ａ分）に基づき、原告Ａの免税売上勘定に合

計７億２３３７万３０００円（宝石の種類ごとの内訳は、別紙８の表のとおりである。

以下、この計上額合計７億２３３７万３０００円を「本件免税売上計上額（原告Ａ

分）」という。）を計上した。（乙Ａ９） 

     （イ）原告Ａは、本件課税期間（原告Ａ分）において本件販売場Ａで販売したとする本件

宝石（原告Ａ分）を訴外法人１から現金で仕入れたとして、本件納品書（原告Ａ分）

に基づき、原告Ａの仕入高勘定に合計６億４４１３万円（税抜き。宝石の種類ごとの

内訳は、別紙８の表のとおりである。なお、この計上額合計６億４４１３万円が本件

仕入計上額（原告Ａ分）である。）を計上した。（乙Ａ９） 

     （ウ）原告Ａは、別紙９の表の「確定申告」欄のとおりの本件課税期間確定申告書（原告

Ａ分）を提出した。なお、この本件課税期間確定申告書（原告Ａ分）では、前記（ア）

の本件免税売上計上額（原告Ａ分）が「免税売上額」欄に記載され、また、上記（イ）

の本件仕入計上額（原告Ａ分）を含む７億０６９３万０３６８円が「課税仕入れに係

る支払対価の額（税込み）」欄に記載されていた。（甲Ａ２、乙Ａ１、１０） 

    イ（ア）ａ 原告Ｂは、平成２８年３月課税期間（原告Ｂ分）において本件販売場Ｂで本件

宝石（原告Ｂ分）を販売したとして、本件売上日報（原告Ｂ分）に基づき、原

告Ｂの免税売上勘定に合計１億１６０３万円（宝石の種類ごとの内訳は、別紙

１０の１の表のとおりである。以下、この計上額合計１億１６０３万円を「平

成２８年３月課税期間免税売上計上額（原告Ｂ分）」という。）を計上した。（乙

Ｂ９） 

        ｂ 原告Ｂは、平成２８年３月課税期間（原告Ｂ分）において本件販売場Ｂで販売

したとする本件宝石（原告Ｂ分）を訴外法人１から現金で仕入れたとして、本

件納品書（原告Ｂ分）に基づき、原告Ｂの仕入高勘定に合計１億０１２０万３

０００円（税抜き。宝石の種類ごとの内訳は、別紙１０の１の表のとおりであ

る。以下、この計上額合計１億０１２０万３０００円を「平成２８年３月課税

期間仕入計上額（原告Ｂ分）」という。）を計上した。（乙Ｂ９） 

        ｃ 原告Ｂは、別紙１１の１の表の「確定申告」欄のとおりの平成２８年３月課税
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期間確定申告書（原告Ｂ分）を提出した。なお、この平成２８年３月課税期間

確定申告書（原告Ｂ分）では、前記ａの平成２８年３月課税期間免税売上計上

額（原告Ｂ分）が「免税売上額」欄に記載され、また、上記ｂの平成２８年３

月課税期間仕入計上額（原告Ｂ分）を含む１億２０１４万３０１１円が「課税

仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載されていた。（甲Ｂ１６、乙Ｂ

１） 

     （イ）ａ 原告Ｂは、平成２８年６月課税期間（原告Ｂ分）において本件販売場Ｂで本件

宝石（原告Ｂ分）を販売したとして、本件売上日報（原告Ｂ分）に基づき、原

告Ｂの免税売上勘定に合計９億０４２２万８０００円（宝石の種類ごとの内訳

は、別紙１０の２の表のとおりである。以下、この計上額合計９億０４２２万

８０００円を「平成２８年６月課税期間免税売上計上額（原告Ｂ分）」といい、

平成２８年３月課税期間免税売上計上額（原告Ｂ分）と併せて「本件免税売上

計上額（原告Ｂ分）」という。）を計上した。（乙Ｂ９） 

        ｂ 原告Ｂは、平成２８年６月課税期間（原告Ｂ分）において本件販売場Ｂで販売

したとする本件宝石（原告Ｂ分）を訴外法人１から現金で仕入れたとして、本

件納品書（原告Ｂ分）に基づき、原告Ｂの仕入高勘定に合計８億０３９４万円

（税抜き。宝石の種類ごとの内訳は、別紙１０の２の表のとおりである。以下、

この計上額合計８億０３９４万円を「平成２８年６月課税期間仕入計上額（原

告Ｂ分）」という。なお、これと平成２８年３月課税期間仕入計上額（原告Ｂ分）

を併せたものが本件仕入計上額（原告Ｂ分）である。）を計上した。（乙Ｂ９） 

        ｃ 原告Ｂは、別紙１１の２の表の「確定申告」欄のとおりの平成２８年６月課税

期間確定申告書（原告Ｂ分）を提出した。なお、この平成２８年６月課税期間

確定申告書（原告Ｂ分）では、前記ａの平成２８年６月課税期間免税売上計上

額（原告Ｂ分）が「免税売上額」欄に記載され、また、上記ｂの平成２８年６

月課税期間仕入計上額（原告Ｂ分）を含む８億７３２７万５６１７円が「課税

仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載されていた。（甲Ｂ１６、乙Ｂ

１、１０） 

    ウ（ア）ａ 原告Ｃは、平成２８年３月課税期間（原告Ｃ分）において本件販売場Ｃで本件

宝石（原告Ｃ分）を販売したとして、本件売上日報（原告Ｃ分）に基づき、原

告Ｃの免税売上勘定に合計７８２２万円（宝石の種類ごとの内訳は、別紙１２

の１の表のとおりである。以下、この計上額合計７８２２万円を「平成２８年

３月課税期間免税売上計上額（原告Ｃ分）」という。）を計上した。（乙Ｃ１０） 

        ｂ 原告Ｃは、平成２８年３月課税期間（原告Ｃ分）において本件販売場Ｃで販売

したとする本件宝石（原告Ｃ分）を訴外法人１から現金で仕入れたとして、本

件納品書（原告Ｃ分）に基づき、原告Ｃの仕入高勘定に合計６７９９万円（税

抜き。宝石の種類ごとの内訳は、別紙１２の１の表のとおりである。以下、こ

の計上額合計６７９９万円を「平成２８年３月課税期間仕入計上額（原告Ｃ分）」

という。）を計上した。（乙Ｃ１０） 

        ｃ 原告Ｃは、別紙１３の１の表の「確定申告」欄のとおりの平成２８年３月課税

期間確定申告書（原告Ｃ分）を提出した。なお、この平成２８年３月課税期間
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確定申告書（原告Ｃ分）では、前記ａの平成２８年３月課税期間免税売上計上

額（原告Ｃ分）を含む８８２７万８９５０円が「免税売上額」欄に記載され、

また、上記ｂの平成２８年３月課税期間仕入計上額（原告Ｃ分）を含む８４８

１万３４０６円が「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載されて

いた。（甲Ｃ１３、乙Ｃ１、１１） 

     （イ）ａ 原告Ｃは、平成２８年４月課税期間（原告Ｃ分）において本件販売場Ｃで本件

宝石（原告Ｃ分）を販売したとして、本件売上日報（原告Ｃ分）に基づき、原

告Ｃの免税売上勘定に合計２億０５３６万円（宝石の種類ごとの内訳は、別紙

１２の２の表のとおりである。以下、この計上額合計２億０５３６円を「平成

２８年４月課税期間免税売上計上額（原告Ｃ分）」という。）を計上した。（乙Ｃ

１０） 

        ｂ 原告Ｃは、平成２８年４月課税期間（原告Ｃ分）において本件販売場Ｃで販売

したとする本件宝石（原告Ｃ分）を訴外法人１から現金で仕入れたとして、本

件納品書（原告Ｃ分）に基づき、原告Ｃの仕入高勘定に合計１億７８６９万円

（税抜き。宝石の種類ごとの内訳は、別紙１２の２の表のとおりである。以下、

この計上額合計１億７８６９万円を「平成２８年４月課税期間仕入計上額（原

告Ｃ分）」という。）を計上した。（乙Ｃ１０） 

        ｃ 原告Ｃは、別紙１３の２の表の「確定申告」欄のとおりの平成２８年４月課税

期間確定申告書（原告Ｃ分）を提出した。なお、この平成２８年４月課税期間

確定申告書（原告Ｃ分）では、前記ａの平成２８年４月課税期間免税売上計上

額（原告Ｃ分）が「免税売上額」欄に記載され、また、上記ｂの平成２８年４

月課税期間仕入計上額（原告Ｃ分）を含む１億９５５５万６５８４円が「課税

仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載されていた。（甲Ｃ１３、乙Ｃ

１、１２） 

    （ウ）ａ 原告Ｃは、平成２８年５月課税期間（原告Ｃ分）において本件販売場Ｃで本件

宝石（原告Ｃ分）を販売したとして、本件売上日報（原告Ｃ分）に基づき、原告

Ｃの免税売上勘定に合計４億１６３１万８０００円（宝石の種類ごとの内訳は、

別紙１２の３の表のとおりである。以下、この計上額合計４億１６３１万８００

０円を「平成２８年５月課税期間免税売上計上額（原告Ｃ分）」という。）を計上

した。（乙Ｃ１０） 

        ｂ 原告Ｃは、平成２８年５月課税期間（原告Ｃ分）において本件販売場Ｃで販売

したとする本件宝石（原告Ｃ分）を訴外法人１から現金で仕入れたとして、本

件納品書（原告Ｃ分）に基づき、原告Ｃの仕入高勘定に合計３億７５１６万円

（税抜き。宝石の種類ごとの内訳は、別紙１２の３の表のとおりである。以下、

この計上額合計３億７５１６万円を「平成２８年５月課税期間仕入計上額（原

告Ｃ分）」という。）を計上した。（乙Ｃ１０） 

        ｃ 原告Ｃは、別紙１３の３の表の「確定申告」欄のとおりの平成２８年５月課税

期間確定申告書（原告Ｃ分）を提出した。なお、この平成２８年５月課税期間

確定申告書（原告Ｃ分）では、前記ａの平成２８年５月課税期間免税売上計上

額（原告Ｃ分）が「免税売上額」欄に記載され、また、上記ｂの平成２８年５
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月課税期間仕入計上額（原告Ｃ分）を含む４億０９６１万５０２９円が「課税

仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載されていた。（甲Ｃ１３、乙Ｃ

１、１３） 

    （エ）ａ 原告Ｃは、平成２８年８月課税期間（原告Ｃ分）において本件販売場Ｃで本件

宝石（原告Ｃ分）を販売したとして、本件売上日報（原告Ｃ分）に基づき、原告

Ｃの免税売上勘定に合計５７６万３０００円（宝石の種類ごとの内訳は、別紙１

２の４の表のとおりである。以下、この計上額合計５７６万３０００円を「平成

２８年８月課税期間免税売上計上額（原告Ｃ分）」といい、平成２８年３月課税

期間免税売上計上額（原告Ｃ分）、平成２８年４月課税期間免税売上計上額（原

告Ｃ分）及び平成２８年５月課税期間免税売上計上額（原告Ｃ分）と併せて「本

件免税売上計上額（原告Ｃ分）」という。）を計上した。（乙Ｃ１０） 

        ｂ 原告Ｃは、平成２８年８月課税期間（原告Ｃ分）において本件販売場Ｃで販売

したとする本件宝石（原告Ｃ分）を訴外法人１から現金で仕入れたとして、本

件納品書（原告Ｃ分）に基づき、原告Ｃの仕入高勘定に合計５１１万円（税抜

き。宝石の種類ごとの内訳は、別紙１２の４の表のとおりである。以下、この

計上額合計５１１万円を「平成２８年８月課税期間仕入計上額（原告Ｃ分）」と

いう。なお、これと平成２８年３月課税期間仕入計上額（原告Ｃ分）、平成２８

年４月課税期間仕入計上額（原告Ｃ分）及び平成２８年５月課税期間仕入計上

額（原告Ｃ分）を併せたものが本件仕入計上額（原告Ｃ分）である。）を計上し

た。（乙Ｃ１０） 

        ｃ 原告Ｃは、別紙１３の４の表の「確定申告」欄のとおりの平成２８年８月課税

期間確定申告書（原告Ｃ分）を提出した。なお、この平成２８年８月課税期間

確定申告書（原告Ｃ分）では、前記ａの平成２８年８月課税期間免税売上計上

額（原告Ｃ分）を含む１３４０万１９００円が「免税売上額」欄に記載され、

また、上記ｂの平成２８年８月課税期間仕入計上額（原告Ｃ分）を含む１０３

９万２７３３円が「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載されて

いた。（甲Ｃ１３、乙Ｃ１、１４） 

    エ（ア）原告Ｄは、本件課税期間（原告Ｄ分）において本件販売場Ｄで本件宝石（原告Ｄ分）

を販売したとして、本件売上日報（原告Ｄ分）に基づき、原告Ｄの免税売上勘定に合

計７億２９５９万２０００円（宝石の種類ごとの内訳は、別紙１４の表のとおりであ

る。以下、この計上額合計７億２９５９万２０００円を「本件免税売上計上額（原告

Ｄ分）」といい、本件免税売上計上額（原告Ａ分）、本件免税売上計上額（原告Ｂ分）

及び本件免税売上計上額（原告Ｃ分）と併せて「本件免税売上計上額」という。）を

計上した。（乙Ｄ１０） 

     （イ）原告Ｄは、本件課税期間（原告Ｄ分）において本件販売場Ｄで販売したとする本件

宝石（原告Ｄ分）を訴外法人１から現金で仕入れたとして、本件納品書（原告Ｄ分）

に基づき、原告Ｄの仕入高勘定に合計６億５７３６万円（税抜き。宝石の種類ごとの

内訳は、別紙１４の表のとおりである。なお、この計上額合計６億５７３６万円が本

件仕入計上額（原告Ｄ分）である。）を計上した。（乙Ｄ１０） 

     （ウ）原告Ｄは、別紙１５の表の「確定申告」欄のとおりの本件課税期間確定申告書（原
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告Ｄ分）を提出した。なお、この本件課税期間確定申告書（原告Ｄ分）では、前記

（ア）の本件免税売上計上額（原告Ｄ分）が「免税売上額」欄に記載され、また、上

記（イ）の本件仕入計上額（原告Ｄ分）を含む７億１３０２万９４７１円が「課税仕

入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載されていた。（甲Ｄ２、乙Ｄ１、１１） 

  （５）本件訴えの提起に至る経緯等 

    ア（ア）本件税務署長Ａは、担当職員による税務調査に基づき、本件仕入計上額（原告Ａ分）

に係る課税仕入れがなかったと認められることなどを理由として、別紙９の表の「更

正処分等」欄のとおりの本件更正処分等（原告Ａ分）をした。（甲Ａ３） 

     （イ）本件税務署長Ｂは、担当職員による税務調査に基づき、本件仕入計上額（原告Ｂ分）

に係る課税仕入れがなかったと認められることなどを理由として、別紙１１の１及び

２の表の「更正処分等」欄のとおりの本件更正処分等（原告Ｂ分）をした。（甲Ｂ２） 

     （ウ）本件税務署長Ｃは、担当職員による税務調査に基づき、本件仕入計上額（原告Ｃ分）

に係る課税仕入れがなかったと認められることなどを理由として、別紙１３の１から

４までの表の「更正処分等」欄のとおりの本件更正処分等（原告Ｃ分）（ただし、平

成２８年３月課税期間（原告Ｃ分）及び平成２８年４月課税期間（原告Ｃ分）に係る

ものについては、令和４年５月１３日付けの減額更正処分により減額される前のもの）

をした。なお、その後、本件税務署長Ｃは、平成２８年３月課税期間（原告Ｃ分）及

び平成２８年４月課税期間（原告Ｃ分）に係るものについて、明白な計算誤りがあっ

たとして、別紙１３の１及び２の表の「減額更正処分」欄のとおりの減額更正処分を

した。（甲Ｃ２、乙Ｃ２６） 

     （エ）本件税務署長Ｄは、担当職員による税務調査（以下、前記（ア）から（ウ）までの

税務調査と併せて「本件調査」という。）に基づき、本件仕入計上額（原告Ｄ分）に

係る課税仕入れがなかったと認められることなどを理由として、別紙１５の表の「更

正処分等」欄のとおりの本件更正処分等（原告Ｄ分）をした。（甲Ｄ３） 

    イ 原告らは、平成２９年１２月１９日に、それぞれ審査請求をしたが、国税不服審判所長

は、平成３０年１２月１０日付けで、いずれも棄却する旨の裁決をした。（甲Ａ１４、甲

Ｂ１５、甲Ｃ１２、甲Ｄ１６、乙Ａ２、乙Ｂ２、乙Ｃ２、乙Ｄ２） 

    ウ 原告らは、令和元年６月６日に、それぞれ本件訴えを提起した。 

  ３ 争点及び争点に関する当事者の主張 

    本件更正処分等の適法性に関する被告の主張は、別紙１６から１９までのとおりであるとこ

ろ（なお、別紙１６から１９までにおいて定義した略語については、以下においても用いる

こととする。）、このうち、本件では、①本件仕入計上額に係る課税仕入れの有無及び②国税

通則法６８条１項所定の「仮装」に該当する事実の有無がそれぞれ争点になっている。これ

らの争点に関する当事者の主張は、次のとおりである。 

  （１）争点①（本件仕入計上額に係る課税仕入れの有無）について 

    ア 被告の主張 

    （ア）次に述べるように、訴外法人１が訴外法人２から本件宝石を仕入れていた事実は認め

られないから、それを前提とする原告らの本件仕入計上額に係る課税仕入れもなかった

と認めるのが相当である。 

      ａ 訴外法人２の代表者である訴外代表者２は、その仕入先が訴外タイ法人であった旨
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を供述しているが、タイ王国（以下「タイ」という。）の所管庁のデータベース上、

訴外法人２・訴外タイ法人間の預り票に記載された訴外タイ法人の名称及び所在地に

合致する法人が存在しないことなどに鑑みると（乙共８、９）、その存在自体に重大

な疑義があると考えられる。 

        また、訴外代表者２は、本件調査の当初には、訴外法人２の仕入先が訴外法人３で

あった旨を供述していたものであるから、この点に関する供述内容を合理的な理由も

なく変遷させたものといわざるを得ないし、訴外法人２が訴外タイ法人から本件宝石

を仕入れていた旨の供述を信用することは到底できないというべきである。 

        加えて、訴外法人２が訴外タイ法人から納品を受けた際に作成されたとする訴外法

人２・訴外タイ法人間の預り票、訴外法人１が訴外法人２から納品を受けた際に作成

されたとする訴外法人１・訴外法人２間の貸出伝票及び原告らが訴外法人１から納品

を受けた際に作成されたとする本件貸出伝票の記載を見ても、不自然な点が多々ある

というべきである。すなわち、訴外法人１が平成２８年４月２６日に訴外法人２から

納品を受けたとするルビー及びサファイアの個数並びに重量（カラット）に関する訴

外法人１・訴外法人２間の貸出伝票の記載（別紙４の表参照）と、原告らが同月２８

日に訴外法人１から納品を受けたとするルビー及びサファイアの個数並びに重量（カ

ラット）に関する本件貸出伝票の記載（別紙３の２の表参照）とを比較すると、訴外

法人１が納品を受けたとする個数及び重量（カラット）と原告らが納品を受けたとす

る個数及び重量（カラット）とが一致しないから、不自然というべきである。また、

本件貸出伝票のうち、原告Ｃが同日に訴外法人１から納品を受けたとするルビー及び

サファイアの重量（カラット）の合計欄の記載については、個々の重量（カラット）

の集計を誤ったものと考えられるにもかかわらず、その集計誤りを前提として、原告

らが同日に訴外法人１から納品を受けたとするルビー及びサファイアの重量（カラッ

ト）を計算すると、上記の訴外法人１・訴外法人２間の貸出伝票の記載と一致するこ

とに鑑みれば、訴外法人１・訴外法人２間の貸出伝票は、本件貸出伝票を基にして作

成したものにとどまるといえる。さらに、この点をおくとしても、本件宝石について

は、単価が高額であり、その取引に当たっては、どのような品質を有するかが重要と

なるはずであるが、訴外法人２・訴外タイ法人間の預り票の記載を見ても、その品質

を確認することが不可能であり、将来の紛争を防止するという預り票の作成目的を達

成することができないから、通常の商取引に照らして、不合理というほかないし、訴

外法人２・訴外タイ法人間の預り票をもって、訴外法人２が訴外タイ法人から本件宝

石の納品を受けていたことを証するものとは認め難いところである。 

        したがって、訴外法人２がその仕入先とされている訴外タイ法人から本件宝石を仕

入れていたとは認められないというべきである。 

      ｂ また、訴外法人１の代表者でもある原告代表者Ａは、訴外法人２からの仕入れがあ

ったとした上で、その仕入れの具体的な方法について、訴外法人２の事務所等におい

て、訴外法人２の代表者である訴外代表者２から、ビニール袋に入った状態で納品を

受け、そのうちの数個を取り出してルーペで確認していた旨を供述しているが、訴外

法人２からの納品があったことを示す証拠は、実際に納品を受けなくても作成可能な

訴外法人１・訴外法人２間の貸出伝票以外にはないから、客観的な証拠による裏付け
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が一切ないというべきである。しかも、その供述する方法では、宝石の真がんを確認

することはできないし、それを十分に確認しないまま多額に上る本件宝石の納品を受

け、これを販売していたというのも、通常の商取引として余りに不自然といえる。 

      ｃ さらに、原告代表者Ａは、訴外法人１が訴外法人２に対して支払うべき仕入代金に

ついては、返品等の制度との関係で、本件販売場でされた本件購入者に対する販売の

「３か月後から半年の間」に、「Ｖ」（以下「訴外香港法人」という。）から訴外法人

２の指定する者に対して現金で支払っていた旨を供述しているが、訴外法人１・訴外

法人２間の領収証の記載を見ると、本件宝石の販売を受けてその月末に作成されたと

する訴外法人１・訴外法人２間の納品書の作成直後の日付（平成２８年３月販売分に

つき同年４月５日付け、同月販売分につき同年５月１０日付け、同月販売分につき同

年６月７日付け）で作成されていることが認められるから、両者の間には、大きな食

い違いが生じている。仕入代金の支払時期は、資金繰りに直結するものであり、実際

に訴外法人１が訴外法人２から多額に上る本件宝石を仕入れていたのであれば、この

ような食い違いが生ずるとは考え難いから、この点でも、訴外法人１が訴外法人２か

ら本件宝石を仕入れていたことには疑義があるというべきである。 

      ｄ 加えて、原告代表者Ａは、本件調査時から本件の本人尋問に至るまでに、複数回に

わたって、訴外法人２に対する仕入代金の支払方法等に関する供述内容を合理的な理

由もなく変遷させていることも指摘することができる。仮に訴外法人１が訴外法人２

から実際に本件宝石を仕入れて、その仕入代金を訴外香港法人を通じて訴外法人２の

指定する者に支払っていたのであれば、訴外法人１及び訴外香港法人の代表者で、原

告らの主張する本件宝石の販売に係る取引の枠組みの考案者とされている原告代表者

Ａにおいて、当該取引の根幹に関わる仕入代金の支払方法等を失念するなどというこ

とは到底考え難いところであるし、それにもかかわらず、原告代表者Ａがこの点に関

する供述内容を合理的な理由もなく変遷させたのは、訴外法人１が訴外法人２から本

件宝石を仕入れておらず、その仕入代金を支払ったこともなかったからにほかならな

いと考えるのが合理的である。 

        なお、原告代表者Ａは、本件の本人尋問において、訴外法人１が訴外香港法人の本

邦における債務の立替払をしていた旨も供述しているが、これに沿う経理処理に係る

証拠すら提出されておらず、当然あるべき証拠による裏付けがないものといわざるを

得ないし、訴外香港法人から訴外法人２の指定する者に支払ったとする仕入代金が多

額に上るにもかかわらず、それに係る証拠が一切ないというのも、常識的に考えて余

りに不自然である。 

      ｅ その他にも、本件では、本件販売場で本件宝石が販売された際に訴外法人１・訴外

法人２間の納品書等が作成されたとされているが、そもそも本件販売場で本件宝石が

販売されたとは認め難いことは、後記（イ）で述べるとおりである。 

      ｆ これらの事情を考慮すれば、訴外法人１が訴外法人２から本件宝石を仕入れていた

事実を認めることはできないから、それを前提とする原告らの本件仕入計上額に係る

課税仕入れもなかったと認めるのが相当である。 

    （イ）また、本件契約書及び訴外法人１・訴外法人２間の契約書の内容、経理処理の状況等

からすれば、原告らが本件販売場で本件宝石を販売した場合には、その時点で、原告ら
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における訴外法人１からの仕入れ及び本件購入者に対する売上げ、訴外法人１における

訴外法人２からの仕入れ及び原告らに対する売上げ並びに訴外法人２における訴外法人

１に対する売上げがそれぞれ同時に発生したものとして取り扱われることになるから、

原告らの本件仕入計上額に係る課税仕入れがあったというためには、原告らが本件販売

場において本件購入者に対して本件宝石を販売した事実があったことが必要になる。そ

して、この点につき、原告らは、その販売の事実があった旨を主張し、原告代表者Ａ、

原告代表者Ｂ、原告代表者Ｃ及び原告代表者Ｄ（以下、併せて「原告ら代表者」とい

う。）も、それに沿う供述をしているが、次に述べるように、本件では、その販売の事

実は認められないというべきである。 

      ａ 原告らの主張する本件購入者は、合計９２６名（本件購入者（原告Ａ分）につき合

計２３６名、本件購入者（原告Ｂ分）につき合計２３９名、本件購入者（原告Ｃ分）

につき合計２４９名、本件購入者（原告Ｄ分）につき合計２０２名）であるところ、

このうち、本件調査により本邦で参加したことが判明したツアー（乙Ａ１３～１９、

乙Ｂ１３～２５、乙Ｃ１７～２４、乙Ｄ１４～２０。以下「本件ツアー」という。）

の行程上、本件レジシートに記載された販売時刻に本件販売場を訪れて本件宝石を購

入することができない者は、別紙２４から２７までの表のとおり、少なくとも合計２

０５名（本件購入者（原告Ａ分）につき合計３３名、本件購入者（原告Ｂ分）につき

合計６９名、本件購入者（原告Ｃ分）につき合計３５名、本件購入者（原告Ｄ分）に

つき合計６８名）もいることが認められる。加えて、消費税法施行令１８条６項の規

定により、出港地を所轄する税関長等に購入記録票を提出することが義務付けられて

いるにもかかわらず、当該２０５名のうち１５３名が利用した関西国際空港又は中部

国際空港を所轄する税関長等で回収した購入記録票の中に、原告らにおいて発行した

購入記録票が一切なかったことも考慮すれば（乙共２８、２９。なお、その余の５２

名については、その利用した成田国際空港を所轄する税関長等で回収した購入記録票

が既に廃棄済みであったため、原告らにおいて発行した購入記録票の有無を確認する

ことができなかったものにとどまる。）、本件ツアーに参加した当該２０５名について

は、本件販売場を訪れておらず、本件宝石を購入していないことを優に認定すること

ができる上、それ以外の者についても、同様に、本件販売場を訪れておらず、本件宝

石を購入していないことが強く推認されるというべきである。 

        この点につき、原告らの主張するように、仮に本件購入者が本件ツアーの行程から

外れ、本件販売場において本件宝石を購入したとすると、その本件購入者は、後に本

件ツアーへと再び合流するために、移動に要する時間、費用、方法等を自ら検討する

などして合流地点へと赴かなければならないことになるが、このような行動は、極め

て不自然というべきである（例えば、別紙２４の表のＮｏ．３に係る本件購入者は、

東京都に所在する本件販売場を訪れた後、自ら地方の観光地や宿泊施設等まで赴かな

ければならないことになる。）。また、本件購入者の大多数は、訪日した中国人の旅行

客とされているところ、外務省のホームページによれば、中国の旅行会社が主催する

添乗員付きのツアーに参加して訪日する場合には、その旅行会社を通じて団体観光ビ

ザを申請することとされているが、この団体観光では、添乗員なしでの自由行動が認

められておらず（乙共１６）、観光庁作成の「中国国民訪日団体観光旅行取扱マニュ
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アル」でも、「日本側旅行会社の添乗員は、中国側旅行会社の添乗員と協力し、参加

者が全員そろっているか毎日確認すること」とされ、「参加者の日本滞在中における

自由行動（添乗員がいない）は認めない」旨などが記載されているから（乙共２７）、

本件ツアーに参加した者がその行程から外れて行動することができるような状況にな

かったことは明らかというべきであるし、本件ツアーを取り扱った本邦の旅行会社の

うち本件調査で確認の取れたものに係る担当職員等も、本件販売場の存在すら知らな

い旨などを供述しているところである（乙共２３～２６）。 

        なお、原告らは、本件販売場に設置されたレジスターが正確な時刻を記録していな

かった可能性がある旨を主張しているが、抽象的な可能性を指摘するものにとどまる

し、一般に、レジスターは、事業者が物品販売の管理をするために用いられるもので

あるから、特段の事情がない限りは、正確な時刻又はそれに近い時刻を記録している

ものと考えられる。また、本件購入者のうち本件ツアーに参加した者に係る本件レジ

シート及び本件購入者誓約書に記載された日付は、別紙２８の表のとおりであり、合

計２０５名（本件購入者（原告Ａ分）につき合計３３名、本件購入者（原告Ｂ分）に

つき合計６９名、本件購入者（原告Ｃ分）につき合計３５名、本件購入者（原告Ｄ分）

につき合計６８名）のうちの８名（同表の「本件購入者誓約書」欄に網掛けがされた

者）については、これらの日付が一致しないことになるが、当該８名に係る本件レジ

シートに記載された日付と同じ日付で本件売上日報が作成されていること、当該８名

と同じツアーに参加した者については、当該８名に係る本件レジシートに記載された

日付と同じ日付で本件購入者誓約書が作成されており、当該８名のみがあえて別行動

をして、別の日に本件販売場を訪れたとは考え難いことなどに鑑みると、原告らが本

件購入者誓約書を作成し又は作成させた際に、誤って本件レジシートに記載された日

付と異なる日付で作成してしまったものと考えるのが自然である。 

        また、原告Ｃの代表者である原告代表者Ｃは、本件調査時に、午前１０時以前に本

件販売場Ｃを開店したことはない旨を供述していたが（乙Ｃ１６）、別紙２６の表の

Ｎｏ．４、５、７及び８に係る本件レジシートに記載された販売時刻は、午前１０時

以前であったことが認められ、同様に、原告Ｄの代表者である原告代表者Ｄも、本件

調査時に、旅行客が毎日午前８時頃から午前９時頃までに来店していた旨を供述して

いたが（乙Ｄ１３）、別紙２７の表のＮｏ．２及び４に係る本件レジシートに記載さ

れた販売時刻には、それ以外の時間帯のものも含まれていたことが認められる。 

      ｂ 本件宝石は、いずれも現金で販売されたものであったとされているが、独立行政法

人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）によれば、中国では、外貨現金の持出制限として、

原則１万アメリカ合衆国ドル（以下「アメリカドル」という。）相当額（平成２８年

５月末現在の為替レートで１１０万円程度）を超えてはならないとされ（乙共１７、

１８）、また、株式会社Ｗ銀行中国投資銀行部中国ビジネスソリューション室によれ

ば、中国では、域外での現金引出取引に対する限度額管理として、銀行カード１枚ご

とに１日当たりの引出上限額が１万人民元（同月末現在の為替レートで１７万円程度）

とされている（乙共１９、２０）。そのため、例えば、本件宝石の中で最も低い金額

のものをみても、上記の外貨現金の持出制限の上限額を超え、数日にわたり又は複数

の銀行カードを用いて現金を引き出さなければならないことになるから、本件購入者
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が本件宝石を購入するだけの現金を用意することは現実的ではないというべきである

し、仮にそれだけの現金を用意することができるとしても、そこまでして本件販売場

で本件宝石を購入しなければならない合理的な理由があったとは考え難いところであ

る。 

      ｃ また、原告らが本件販売場で販売した際に提出を受けたとする本件購入者誓約書の

記載を見ても、本件購入者誓約書の署名欄に記載された氏名が旅券等に印字された氏

名又は署名欄に記載された氏名と異なるものや、本件購入者誓約書の署名欄に記載さ

れた氏名の筆跡と旅券等の署名欄に記載された氏名の筆跡が異なるものが多数見受け

られることなどに鑑みると、本件購入者誓約書については、本件購入者が本件販売場

で本件宝石を購入した際に作成したものではない可能性が高いというべきである。 

      ｄ 次に、本件レジシートに記載された販売時刻について見ると、例えば、別紙２４の

表のＮｏ．６に係る本件ツアーにおいては、合計１０名分の１１枚の本件レジシート

が１７分間に連続して作成されており、同様に、同表のＮｏ．７、別紙２５の表のＮ

ｏ．９及び１１から１３まで、別紙２６の表のＮｏ．２、４、５、７及び８並びに別

紙２７の表のＮｏ．３から７までに係る本件ツアーにおいても、多数名分の本件レジ

シートが短時間に連続して作成されるという事象が多数見受けられる。本件宝石の金

額に加え、免税対象物品の販売に伴う事務手続の負担等に鑑みると、このように多数

名分の本件レジシートが短時間に連続して作成されるという事象が多数見受けられる

のは、極めて不自然であるし、実際には本件宝石が販売されていないにもかかわらず、

これを仮装するために本件レジシートが作成されたことを強く推認させるものといえ

る。 

      ｅ その上、仮に原告らが本件宝石を現金で販売したのであれば、その現金を領収する

際に交付する領収証等の１通ごとに印紙税法所定の印紙を貼付しなければならないは

ずであるが、本件では、原告らが租税公課勘定にそれに対応する相当額の印紙の購入

費用を計上したという事実が認められないから、この点でも、原告らが本件販売場に

おいて本件宝石を販売していたとは認め難いというべきである。 

      ｆ また、本件宝石については、原告らの主張する返品等の制度を前提として販売され

たものとされているが、本件で提出された証拠（甲Ａ１２、甲Ｂ１３、甲Ｃ１０、甲

Ｄ１４、乙Ａ９、乙Ｂ９、乙Ｃ１０、乙Ｄ１０）によれば、当該制度に基づいて返品

されたとする本件宝石の個数が本件宝石の販売総数に占める割合（以下「本件返品率」

という。また、本件返品率のうち、本件宝石（原告Ａ分）に係るものを「本件返品率

（原告Ａ分）」といい、他の原告に係るものも同様に表記する。）は、別紙２９の１か

ら４までの表のとおりであり、ほとんどが６０％から７５％までの範囲に集中してい

ることが認められる。原告らの主張する販売方法が本件購入者において本件宝石の現

物を確認した上で購入するという形態であることに照らせば、著しく高い割合であり、

通常の商取引としてあり得ないものといわざるを得ないし、また、返品理由は様々な

ものが想定され、実際に返品するか否かは本件購入者の意向次第であることなどに鑑

みると、このように一定の範囲に集中していること自体、不自然であり、原告らによ

って意図的に操作されたものであることがうかがえるから、この点でも、原告らが本

件購入者に対して本件宝石を販売していなかったことが強く推認されるというべきで
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ある。 

      ｇ その他にも、原告らは、原告らの間でも、平成２８年４月４日、同月２１日、同月

２５日、同年５月９日及び同月１８日に、本件宝石の受渡しをしていた旨を主張して

いるが、これらの前日時点での在庫状況は、別紙３０の表のとおりであり、いずれも

十分な在庫があったものと考えられるから、当該受渡しには合理的な理由がないとい

うべきであるし、原告らがこれを裏付ける証拠として提出した「請求書」等と題する

書面（甲Ａ８、１７、甲Ｂ１０、１７、甲Ｃ６、１７、甲Ｄ１０、２０。以下「本件

請求書等」という。）の記載を見ても、別紙３１の表のとおり、本件貸出伝票や本件

売上日報の記載と整合しないものといえる。 

      ｈ 加えて、原告ら代表者は、本件宝石の納品や鑑定書の作成等の重要な事項に関する

供述内容を合理的な理由もなく変遷させた上、当然あるべき証拠による裏付けがない

ばかりか、誰一人として、本件購入者との間の具体的なやり取りを供述していないこ

となどに鑑みると、原告らは本件購入者に対して本件宝石を販売していなかったと考

えるのが自然である。 

      ｉ なお、原告Ｃは、平成２８年８月課税期間仕入計上額（原告Ｃ分）及び平成２８年

８月課税期間免税売上計上額（原告Ｃ分）を計上しているものの、その代表者である

原告代表者Ｃが、本件の本人尋問において、平成２８年５月末以降は、本件宝石（原

告Ｃ分）の販売をしていない旨を供述していることなどに鑑みると、原告らの主張に

よっても、平成２８年８月課税期間（原告Ｃ分）における本件宝石（原告Ｃ分）の販

売の事実がないことは明らかというべきである。 

      ｊ これらの事情を考慮すれば、原告らが本件販売場において本件購入者に対して本件

宝石を販売した事実はなかったと認めるのが相当である。 

    （ウ）訴外法人１が訴外法人２から本件宝石を仕入れた事実も、原告らが本件販売場におい

て本件購入者に対して本件宝石を販売した事実も認められないことは、以上で述べたと

おりであるから、これらの両面からみて、訴外法人１が原告らに対して本件宝石を納品

した事実が認められないことは明らかであるし、また、取引の全過程を通じて、金銭が

移動した形跡等が一切なく、当然あるべき証拠による裏付けもないことなどに鑑みると、

訴外法人１に対して本件仕入計上額に係る支払がされた事実も認められないというべき

である。 

       なお、原告らが訴外法人１から納品を受けた際に作成されたとする本件貸出伝票につ

いては、訴外法人１が訴外法人２から納品を受けた際に作成されたとする訴外法人１・

訴外法人２間の貸出伝票よりも先に作成されたものと考えられ、不自然な点が多々ある

ことなどに鑑みると、それをもって、原告らが訴外法人１から本件宝石の納品を受けた

ことを証するものとは認められないし、本件納品書についても、本件販売場で本件宝石

が販売された際に作成されたものとされているが、そもそも本件販売場で本件宝石が販

売されたとは認め難いことは、上記（イ）で述べたとおりであるから、それをもって、

以上で述べたところが左右されることはないというべきである。 

    （エ）以上で述べたところによれば、本件仕入計上額に係る課税仕入れはなかったと認める

のが相当である。 

    イ 原告らの主張 
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    （ア）原告らは、次に述べるように、本件販売場での宝石の販売事業をすることを決意し、

その開業準備をした上で、実際に当該事業を営んでいたものであるから、被告の主張す

るように、本件仕入計上額に係る課税仕入れを否定することはできないというべきであ

る。 

      ａ 原告代表者Ａは、平成２０年頃に、原告代表者Ｃを介して、原告Ａの代表者を務め

ていた訴外元代表者と知り合ったものであるところ、その後に、訴外元代表者が自己

破産を検討しているという話を聞いたことから、原告Ａの株式を全て買い受け、自ら

原告Ａの代表者となった上で、訴外元代表者の経験等をいかして、訴外法人１から仕

入れた宝石の販売事業をすることを考え付いた。もっとも、原告代表者Ａは、個人客

に対する宝石の販売事業をした経験等が乏しかったため、小売の点については、信頼

の置ける者に委ねた方が良いと考え、旧知の中であった原告代表者Ｂ、原告代表者Ｃ

及び原告代表者Ｄにも声を掛けた上で、宝石の販売事業をすることとした。 

      ｂ 原告らは、それぞれ開店準備として、①本件販売場について前記２（１）ア（イ）、

イ（イ）、ウ（エ）及びエ（エ）の許可を受けたり、②訴外法人１との間で本件契約

書を取り交わすなどしたほか、③中国人等の旅行客向けに宝石の販売事業をするのに

適した賃貸物件として、本件販売場に係る賃貸借契約を締結して、その引渡しを受け

たり（甲共１８、甲Ａ４、甲Ｂ３、甲Ｄ４～６）、④備品類、ショーケース、コピー

機、レジスター等の購入等や本件販売場の警備に関する契約を締結して、その費用を

支払ったり（甲Ａ１５、甲Ｂ４、甲Ｃ１４～１６、甲Ｄ１７～１９）、⑤中国人等の

旅行客を呼び込むために、訴外上海法人を介して、中国の旅行会社との間でその集客

に関する契約書を取り交わすなどした上で、本件販売場における宝石の販売事業を開

始した。 

        なお、本件販売場Ｂにおける宝石の販売事業の開始前後又は閉店間際にその店内を

撮影した写真（甲Ａ１１、甲Ｂ５、甲Ｃ９、甲Ｄ１３）を見ると、備品類、ショーケ

ース、コピー機、レジスター、旅券等を読み取る機械、金庫、紙幣計数機、免税店で

あることを示す看板等が設置されていたことは明らかであるし、この点でも、実際に

原告らが本件販売場において本件宝石を販売していたことが優に認められるというべ

きである。 

      ｃ 訴外法人１の代表者でもあった原告代表者Ａは、中国人等が好むルビーやサファイ

アの取扱いが多いタイについて詳しい訴外代表者２に声を掛けたところ、その仕入れ

が可能とのことであったため、自らが代表者を務める訴外法人１において、訴外法人

２から仕入れ、原告らにそれぞれ納品することとした。なお、原告代表者Ｂ、原告代

表者Ｃ及び原告代表者Ｄは、訴外法人１が本件宝石をどこから仕入れていたかを把握

しておらず、原告代表者Ａも、訴外法人１が訴外法人２から仕入れていたことや訴外

法人２がタイから仕入れていることは把握していたものの、それ以上の訴外法人２の

仕入先に関する詳細までは把握していなかった。 

        仕入れの具体的な方法についてみると、原告代表者Ａは、発注に際して、訴外代表

者２に対し、中国人等の旅行客の需要に対応する宝石の色や重量（カラット）を伝え

ており、その後、訴外法人２の事務所等において、訴外代表者２から、宝石の種類ご

とにまとめてビニール袋に入れられた状態で納品を受けていたものであり、この際に、
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納品を受けた本件宝石の品質や重量（カラット）を確認していた。そして、原告代表

者Ａは、訴外法人２から納品を受けた本件宝石を小分けした上で、本件販売場に納品

し、原告らも、この際に、納品を受けた宝石の重量（カラット）を計測するなどして

いた。 

        他方で、仕入代金の支払についてみると、訴外法人１が訴外法人２から仕入れた場

合における仕入代金は、原告代表者Ａが代表者を務める訴外香港法人を通じて訴外法

人２の指定する者に支払うという方法で、実際にその支払がされていた。なお、この

訴外香港法人による支払分については、別途、訴外法人１が訴外香港法人の本邦にお

ける債務の立替払をしていたことから、それによる立替金と相殺しており、訴外法人

１あるいは原告らから訴外香港法人に対して逐一送金等をすることはなかった。 

      ｄ 本件宝石のうち本件販売場で展示されているもの以外については、原告代表者Ａの

自宅又は訴外法人１若しくは訴外法人２の事務所において保管されていたところ、本

件販売場で展示されているものが販売された場合には、原告代表者Ａ又はその指示を

受けた訴外代表者２において、数日に１回程度の頻度で、その補充をしていたため、

本件販売場には常時２００ないし３００個程度の本件宝石が展示されるようになって

いた。そして、本件販売場に補充がされる際には、宝石の種類、個数、重量（カラッ

ト）等が記載された本件請求書等が作成されていたところ（なお、この本件請求書等

については、その筆跡からして、訴外元代表者において作成したものと考えられる。）、

これに添付された写真において多数の宝石が撮影されていることに鑑みても、本件販

売場で本件宝石の納品を受けていたことは明らかというべきである。 

        なお、本件販売場Ｂのテーブルの上に置かれた宝石が撮影された写真（甲Ｂ９）を

見ると、ルビーが合計１８個、サファイアが合計５個、エメラルドが合計４個となっ

ているところ、この個数は、本件請求書等の記載上、平成２８年３月１７日に本件販

売場Ｂへ補充されたとする個数（甲Ｂ１７）と一致するものであるから、この点でも、

本件請求書等の記載内容が裏付けられているというべきであるし、その他にも、本件

では、原告代表者Ｄが平成２８年５月頃に本件販売場Ｄにおいて従業員と共に宝石を

箱に入れている様子を撮影した写真（甲共２５）が存在することも認められる。 

      ｅ 原告らは、在庫状況や今後の販売見込み等を踏まえ、原告らの間でも、本件宝石の

受渡しをするなどしており、具体的には、①平成２８年４月４日に原告Ａから原告Ｂ

に対するルビー７個の受渡し、②同月２１日に原告Ｄから原告Ｂに対するルビー７個

及びサファイア４個の受渡し、③同日に原告Ｃから原告Ｂに対するルビー４個及びサ

ファイア４個の受渡し、④同月２５日に原告Ａから原告Ｄに対するルビー４個及びサ

ファイア４個の受渡し、⑤同年５月９日に原告Ａから原告Ｂに対するルビー１個及び

サファイア６個の受渡し、⑥同日に原告Ｃから原告Ｂに対するルビー２個及びサファ

イア３個の受渡し、⑦同月１８日に原告Ｃから原告Ｂに対するサファイア２個の受渡

し、⑧同日に原告Ｃから原告Ｄに対するルビー２個及びサファイア２個の受渡しをそ

れぞれしていた（甲Ａ１７、甲Ｂ１７、甲Ｃ１７、甲Ｄ２０）。 

      ｆ 原告らは、本件宝石の販売に当たって、鑑定書を発行していなかったものの、本件

宝石の販売後、一定の期間内であれば、訴外上海法人において返品を受け入れるとす

ることで、安心して本件宝石を購入することができる仕組みを導入していた。そのた
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め、原告らは、本件販売場で本件宝石を販売する際には、宝石保証書（甲共１１。以

下「本件宝石保証書」という。）と訴外上海法人の所在地が記載された名刺を手渡し

ており、本件購入者は、中国に帰国した後に、当該所在地に赴き、この本件宝石保証

書を提示することで、返品をすることが可能とされていた。そして、この返品があっ

た場合には、訴外法人１と訴外上海法人との間で取り交わされた平成２８年３月１日

付けの連帯保証契約書（甲共１２）に基づき、訴外上海法人において、返金をするこ

とになっていたが、この返金をした訴外上海法人は、返品された本件宝石を原告らに

返還し、返金相当額の支払を受けることまではしておらず、訴外法人１及び原告らが

本件宝石の販売によって得ていた利益相当額に準じた金額（訴外法人１については、

販売代金の５％相当額、原告らについては、販売代金の１２％相当額）を「保証買取

り手数料」として原告らに支払うことで処理しており、原告ら宛ての「買取り手数料

明細書」と題する書類（甲Ａ１２、甲Ｂ１３、甲Ｃ１０、甲Ｄ１４。以下「本件買取

手数料明細書」という。）にも、それに沿う記載がされている。その他にも、原告ら

は、本件宝石の販売後、①３年までについては、販売代金の８０％相当額での買戻し

の保証、②５年までについては、販売代金の１００％相当額での買戻しの保証、③７

年までについては、販売代金の１１０％相当額での買戻しの保証をする仕組みも導入

しており、本件販売場において、その旨を記載したポスターを掲示するなどしていた。 

      ｇ 原告らは、本件販売場で本件宝石を販売するに際しては、事前に、中国人等の旅行

客の添乗員から連絡を受けていたところ、当該添乗員が連れて来た中国人等の旅行客

が本件宝石の購入を決定した場合には、当該旅行客又は当該添乗員から、現金でその

代金の支払を受けるとともに、旅券等の提示を受けて当該旅行客の本人確認をした上

で、その写し及び本件購入者誓約書の提出を受けていた。 

      ｈ そして、原告らが本件販売場で本件宝石を販売した場合には、本件売上日報が作成

されるとともに、それに基づいて、本件納品書も作成されていた。他方で、本件販売

場で本件宝石を販売した際に領収した現金については、その当日又は翌日に、原告代

表者Ａにおいて回収した上で、自宅に保管していた。 

      ｉ 原告らが本件販売場での宝石の販売事業をすることを決意し、その開業準備をした

上で、実際に当該事業を営んでいた経緯等は、以上で述べたとおりであり、これらの

事情に鑑みても、被告の主張するように、本件仕入計上額に係る課税仕入れを否定す

ることはできないというべきである。 

    （イ）これに対し、被告は、るる主張して、本件仕入計上額に係る課税仕入れはなかったと

するが、次に述べるところによれば、いずれも理由がないというべきである。 

      ａ 被告は、訴外法人２がその仕入先から本件宝石を仕入れていたとは認められない旨

を主張している。 

        しかしながら、原告らとしては、現に本件宝石の納品を受けられるのであれば、そ

れで足り、それ以上に、訴外法人２がどこから本件宝石を仕入れていたのかについて、

その詳細を把握していないし、そのことを把握すべき義務があったとも解されない。

そのため、訴外代表者２の仕入れに関する供述について、実態を伴っていない可能性

があるとしても、そのことと原告らにおける本件仕入計上額に係る課税仕入れの有無

とは無関係であり、それを背景として本件更正処分等をすることはできないというべ
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きである。 

      ｂ 被告は、原告代表者Ａの仕入代金の支払時期に関する供述について、訴外法人１・

訴外法人２間の領収証及び訴外法人１・訴外法人２間の納品書の作成時期と食い違い

がある旨も主張している。 

        しかしながら、実際に訴外法人１・訴外法人２間の領収証が作成されたのは、訴外

香港法人が訴外法人２の指定する者に支払った後のことであったところ、訴外法人

１・訴外法人２間の領収証に記載された日付は、その支払の確認後に、訴外代表者２

において、訴外法人１・訴外法人２間の納品書に記載された日付に鑑みて、これと近

接した日付を記載したものにとどまるから、両者の間に食い違いはないというべきで

ある。 

      ｃ 被告は、本件ツアーの行程上、本件レジシートに記載された販売時刻に本件販売場

を訪れて本件宝石を購入することができない者がいる旨も主張している。 

        しかしながら、被告が購入不可能とする取引は、僅かな数にとどまり、それをもっ

て、全ての本件宝石の販売が不存在であるとすることには無理があるというほかない。

また、この点に関する被告の主張は、本件販売場に設置されたレジスターが正確な時

刻を記録していたことを前提とするものであるが、原告らは、その設置の際に、レジ

スターに正確な時刻を設定することまで意識していなかったし、営業開始後にレジス

ターの電源が落ち、そのために正確な時刻が記録されていなかった可能性も考えられ

るから、その前提を欠くというべきである。加えて、被告の主張するように、観光庁

作成の「中国国民訪日団体観光旅行取扱マニュアル」に、「日本側旅行会社の添乗員

は、中国側旅行会社の添乗員と協力し、参加者が全員そろっているか毎日確認するこ

と」などが記載されていたとしても（乙共２７）、それが遵守されていた保証はなく、

むしろ、当該マニュアルが作成されたことは、それ自体、中国人等の旅行客がツアー

の行程から外れて行動することが多数見受けられていたことを示すものといえる。こ

のように、中国人等の旅行客がツアーの行程から外れて行動する実態があったことは、

訴外法人１が税務調査を受けた際に、ツアーの行程上、東京都台東区に所在する輸出

物品販売場（以下「訴外販売場」という。）に訪れることが物理的に不可能と指摘さ

れた者について、実際に訴外販売場を訪れて商品を購入した様子がビデオカメラで撮

影されていたことからも明らかといえる（甲共１、２）。そして、本件販売場につい

てみても、旅行会社としては、訴外上海法人との間の集客に関する契約に基づく手数

料を得るために、中国人等の旅行客としては、信頼の置ける本邦において安心して宝

石を購入するために、それぞれ本件ツアーの行程から外れてでも本件販売場を訪れる

動機があったものと考えられるから（なお、「爆買い」といわれる本邦でのインバウ

ンド消費からも明らかなように、中国人にとって、本邦で流通する商品の品質に対す

る信頼は非常に厚いものであったから、本件購入者においても、中国国内で流通して

いる宝石ではなく、本邦にある本件販売場で販売されている本件宝石の方が優れた品

質を有しているとの期待が高かったものと考えられる上、事前に添乗員において本件

販売場で導入されている返品等の制度の説明がされていたこともあいまって、購買意

欲がより一層高められていたものと考えられる。）、本件購入者が本件ツアーの行程に

従って行動することを前提とする被告の主張は理由がないというべきである。 
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      ｄ 被告は、中国における外貨現金の持出制限等を理由として、本件購入者が本件宝石

を購入するだけの現金を用意することは現実的ではない旨も主張している。 

        しかしながら、この点に関する被告の主張は、中国人等の旅行客が中国における外

貨現金の持出制限等を遵守していることを前提とするものであるが、インターネット

上、「税関での現金持ち込み限度を超える例が増加」等の指摘がされていることなど

に鑑みると（甲共３、６～８）、実際には、厳格に遵守されているとはいえず、むし

ろ懐疑的に考える必要があるから、その前提を欠くというべきである。また、仮に中

国人等の旅行客が外貨現金を持ち出したりしていなかったとしても、多額の現金を有

する在日外国人等から現金を融通してもらうことで、現金を用意することもできたも

のと考えられ、実際に、原告代表者Ａも、本件販売場を訪れた添乗員が現金の融通を

している場面を見聞きしたことがあるから、この点でも、本件宝石を購入するだけの

現金を用意することが現実的ではないなどということはできないものと解される。 

      ｅ 被告は、本件購入者誓約書の署名欄に記載された氏名に不自然な点がある旨も主張

している。 

        しかしながら、原告らは、原告ら代表者又はその従業員等において、本件購入者か

ら提示を受けた旅券等をもって、本人確認をしていたものの、本件購入者は多数に上

るため、一部に過誤が生ずることもやむを得ないというべきであるし、一緒に旅行し

ている者などに委託して購入した者がいた可能性も考えられる。また、被告が不自然

な点があるとする本件購入者誓約書は、僅かな数にとどまり、それをもって、全ての

本件宝石の販売が不存在であるとするのは暴論というほかないし、被告が主張する本

件購入者誓約書の中には、旅券等の署名欄に記載された氏名の筆跡と一致しないもの

か否かが判然としないものも多く含まれているというべきである（なお、旅券等のよ

うに公的な書類に記載する署名と、本件購入者誓約書のように単なる一販売業者の保

管用の書類に記載する署名とでは、署名をする者の意識も異なるから、後者について

は、ある程度乱雑となる部分もあると考えられる。また、その主張する本件購入者誓

約書のうちアメリカ合衆国（以下「アメリカ」という。）旅券を有する者に係るもの

の署名欄が筆記体ではなく、ブロック体で記載されていたとしても、アメリカにおい

ては、署名欄にブロック体で記載することが多いところであるし、丁寧に記載しない

ために「Ｕ」が「Ｏ」になったりすることも十分考えられるというべきである。）。加

えて、仮に、被告の主張するように、計画的に本件宝石を販売したかのように仮装し

ていたのであれば、旅券等の記載と一致する本件購入者誓約書を作成したはずである

から、本件購入者誓約書に旅券等の記載と一致しない記載があることは、むしろ、本

件宝石の販売が仮装されたものではないことを示すものであり、ごく一部に他の者に

委託するなどして不正に購入した者がいたにとどまると考えるのが自然であるし、そ

もそも実際に本件購入者が本件販売場を訪れて本件宝石を購入していないにもかかわ

らず、合計９２６名分（本件購入者（原告Ａ分）につき合計２３６名分、本件購入者

（原告Ｂ分）につき合計２３９名分、本件購入者（原告Ｃ分）につき合計２４９名分、

本件購入者（原告Ｄ分）につき合計２０２名分）もの旅券等の写しを入手することは

困難といえる。したがって、この点に関する被告の主張も理由がないというべきであ

る。 
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      ｆ 被告は、多数名分の本件レジシートが短時間に連続して作成されていることが不自

然である旨も主張している。 

        しかしながら、本件販売場においては、必ずしも、１名ずつ商品説明等をし、その

者が購入を決定したときには、その１名分の旅券等を読み取って、本件購入者誓約書

を作成してもらい、その代金の支払を受けた上で、その１名分の本件レジシートを作

成していたというわけではなく、本件販売場を訪れた中国人等の旅行客全体に対して

商品説明等をし、購入を決定した者が一定数を超えた段階で、まとめてそれらの者の

旅券等を読み取って、本件購入者誓約書を作成してもらい、その代金の支払を受けた

上で、当該旅行客が帰った後にまとめて本件レジシートを作成することもあったから、

多数名分の本件レジシートが短時間に連続して作成されていることをもって、不自然

ということはできないと解される。 

      ｇ 被告は、原告らが租税公課勘定に本件宝石の販売に対応する相当額の印紙の購入費

用を計上したという事実が認められない旨も主張している。 

        しかしながら、原告ら代表者は、本件販売場を訪れた中国人等の旅行客から領収証

の交付を求められたことがなく、本件レジシートの交付のみで対応していたところ、

本件レジシートについては、印紙を貼付する必要がないものと誤解していたために、

その印紙の購入費用を計上しなかったにすぎないから、それをもって、本件宝石の販

売自体がなかったということはできないと解される。 

      ｈ 被告は、関西国際空港又は中部国際空港を利用した本件購入者については、それを

所轄する税関長等で回収した購入記録票の中に、原告らにおいて発行した購入記録票

が一切なかったとしつつ、成田国際空港を利用した本件購入者については、それを所

轄する税関長等で回収した購入記録票が既に廃棄済みであったため、原告らにおいて

発行した購入記録票の有無を確認することができなかったものにとどまる旨も主張し

ている。 

        しかしながら、所轄する税関長等で回収した購入記録票を証拠として保存する必要

があるか否かについては、直ちには判断することができないものであるから、平成２

８年３月から同年５月までに原告らにおいて作成した購入記録票を、数か月しか経過

していない同年１０月４日の本件調査の着手時までに、その必要がないと判断して廃

棄していたとは考え難いところである。また、求釈明に対する被告の回答によれば、

平成２８年８月以降に、購入記録票の保存期間に関する取扱いを変更したということ

であるが、このような取扱いを変更するに当たっては、問題が生じてから内部決裁を

するまでに時間を要するものであるため、同月に取扱いを変更するには、それよりも

相当程度前の段階で、問題が生じていたものと考えられる上、その後、内部決裁をし

て取扱いを変更するまでにも、慎重を期して安易に廃棄しないように指示されていた

はずであるから、被告の主張するように、漫然と数か月しか経過していない行政文書

を廃棄してしまったとは考え難いところである。そのため、被告において意図的に購

入記録票を廃棄した可能性が否定し難いから、この点に関する被告の主張も理由がな

いというべきである。 

      ｉ 被告は、本件返品率が著しく高く、また、一定の範囲に集中していることも不自然

であり、原告らによって意図的に操作されたものといえる旨も主張している。 
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        しかしながら、本件宝石を返品した理由は定かではないものの、本件宝石の単価は

数百万円と高額であり、かつ、本件購入者が添乗員に連れて来られた一個人であるた

めに、中国への帰国後に気が変わり、返品を希望したということも十分に想定される

ところであるし、本件宝石の購入に際し、本件販売場で返品等の制度の説明を受けた

上で、本件宝石保証書及び訴外上海法人の所在地が記載された名刺を手渡されるなど

し、容易に返品することができたことも踏まえると、本件返品率が著しく高いとまで

いうことはできない。また、被告の主張する本件返品率は、６０％から７５％までと

幅が広く、これをもって一定の範囲に集中しているということはできないし、本件返

品率が０％のものもあることなどに鑑みると、被告の評価が妥当しないことはより一

層明らかというべきである。 

    （ウ）以上で述べたところによれば、本件仕入計上額に係る課税仕入れがあったことは明ら

かというべきである。 

  （２）争点②（国税通則法６８条１項所定の「仮装」に該当する事実の有無）について 

    ア 被告の主張 

      本件仕入計上額に係る課税仕入れがなかったことは、前記（１）アで述べたとおりであ

るところ、原告らは、それにもかかわらず、本件貸出伝票、本件納品書、本件売上日報等

の虚偽の書類を作成し、又は作成させた上で、それぞれの仕入高勘定に本件仕入計上額を

計上するなどしたものであるから、国税通則法６８条１項所定の「仮装」に該当する事実

があったことは明らかというべきである。 

    イ 原告らの主張 

      前記（１）イで述べたように、本件仕入計上額に係る課税仕入れがなかったとは認めら

れないから、これが認められることを前提とする被告の主張に理由がないことは明らかで

ある。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 本件訴えのうち別紙１却下部分目録記載の部分の適法性 

    消費税等のように、申告納税方式が採用されている国税においては、納付すべき税額等は納

税者のする申告により確定することが原則とされている。そして、納税者が自らした申告に

より一旦は確定した税額等を自らに有利に変更しようとする場合には、更正の請求という特

別の制度が設けられていることなどに鑑みると、申告に係る納付すべき税額等につき更正処

分を受けた納税者としては、当該申告の無効を主張することができるような特段の事情があ

る場合でない限り、当該更正の請求をせずに、当該更正処分のうち当該申告に係る納付すべ

き税額等を超えない部分について取消しを求めることはできないと解するのが相当である。 

    そして、本件訴えにおける請求の趣旨は、前記第１の１から４までのとおりであり、令和４

年５月１３日付けの減額更正処分の点を除き、取消しを求める本件更正処分の範囲に限定が

付されておらず、原告らが本件課税期間確定申告書の提出により自ら確定させた税額等を超

えない部分（別紙１却下部分目録記載の部分）についてまで取消しを求めるものになってい

るが、本件では、原告らが更正の請求をしたとする事情は見当たらず、また、本件全証拠を

精査しても、上記の特段の事情があるとは認められないから、本件訴えのうち当該部分につ

いては、いずれも不適法なものとして却下するのが相当である。 

  ２ 争点①（本件仕入計上額に係る課税仕入れの有無）に対する判断 
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  （１）原告らは、本件販売場で販売したとする本件宝石について、訴外法人１が訴外法人２から

仕入れ、原告らに納品したものであった旨を主張し、原告Ａの代表者で、訴外法人１の代表

者でもある原告代表者Ａも、それに沿う供述をしている。このように、原告らの主張する本

件仕入計上額に係る課税仕入れは、訴外法人１が訴外法人２から本件宝石を仕入れていた事

実を前提とするものといえるから、以下、この点について検討する。 

    ア まず、訴外法人１の仕入先とされている訴外法人２がどのように本件宝石を仕入れてい

たのかという点についてみると、その代表者である訴外代表者２は、本件調査時に、訴外

法人２の仕入先が訴外タイ法人であった旨を供述しており（乙共８、１４、１５）、訴外

法人２・訴外タイ法人間の預り票にも、それに沿う記載がされていることが認められる。 

      しかしながら、証拠又は弁論の全趣旨によれば、この訴外法人１・訴外タイ法人間の預

り票には、訴外タイ法人の名称として「Ｓ」、その所在地として「●●」と記載されてい

るところ、タイの所管庁のデータベース上、その訴外タイ法人の名称及び所在地に合致す

る法人は存在しないことが認められるから（甲Ａ１４、甲Ｂ１５、甲Ｃ１２、甲Ｄ１６、

乙共８、９）、訴外タイ法人の存在自体に重大な疑義があるといわざるを得ず、これを是

認することはできないし、訴外代表者２も、本件調査の当初には、訴外法人２の仕入先は

訴外法人３だけであった旨を供述していたのであり（乙共４、１２）、この点に関する供

述内容を合理的な理由もなく変遷させたものにとどまるということができる。 

      また、訴外法人２・訴外タイ法人間の預り票によれば、訴外法人２は、別紙６の表のと

おり、僅か約１か月の間に、個数が合計２１６４個、金額が合計４１億円以上にも上る仕

入れをしたことが認められ、その１個当たりの単価の平均を計算すると、約２００万円に

なる。このように高額に上る取引で、かつ、一般に、その起源、色、カット、透明度等の

品質により経済的な価値が左右される宝石を取引対象とするものであるため（なお、原告

代表者Ａの本人尋問、乙共２２参照）、どのような品質を有するかが重要となるにもかか

わらず、訴外法人２・訴外タイ法人間の預り票の記載を見ても、その品質を確認すること

はできないし、その他に、本件全証拠を精査しても、訴外代表者２においてその品質を十

分に確認していたとする事情は認め難いところである。 

      そのため、この点に関する訴外代表者２の供述は信用することができず、訴外法人２が

その仕入先とされている訴外タイ法人から本件宝石を仕入れていたとは認められないとい

うべきである。 

    イ 次に、訴外法人２から訴外法人１に対する納品の点についてみると、原告Ａの代表者で、

訴外法人１の代表者でもある原告代表者Ａは、本件の本人尋問において、訴外法人２から

の仕入れがあったとした上で、仕入れの具体的な方法について、訴外法人２の事務所等に

おいて、訴外法人２の代表者である訴外代表者２から、ビニール袋に入った状態で納品を

受け、そのうちの数個を取り出してルーペで確認していた旨を供述しており、訴外法人１

が訴外法人２から納品を受けた際に作成されたとする訴外法人１・訴外法人２間の貸出伝

票にも、それに沿う記載がされていることが認められる。 

      しかしながら、訴外法人１が訴外法人２から納品を受けた際に作成されたとする訴外法

人１・訴外法人２間の貸出伝票には、訴外法人１が平成２８年４月２６日に訴外法人２か

ら納品を受けたとするルビー及びサファイアとして、別紙４の表のとおり、ルビーについ

ては、個数が合計９１８個、重量（カラット）が合計３３７２．６４カラット、サファイ
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アについては、個数が合計４３１個、重量（カラット）が合計１８８３．６０カラットと

記載されているところ、原告らの主張を前提とすると、原告らがその訴外法人１から納品

を受けた際に作成されたとする本件貸出伝票には、訴外法人１が訴外法人２から納品を受

けたとする個数及び重量（カラット）と同じ個数及び重量（カラット）が記載されるはず

であるにもかかわらず（なお、仮に同じ個数及び重量（カラット）でないことがあり得る

としても、納品の流れ等に鑑みると、これを上回る個数及び重量（カラット）が記載され

ることはないものと考えられる。）、原告らが同月２８日に訴外法人１から納品を受けたと

するルビーについては、別紙３の２の表のとおり、個数が合計９２８個、重量（カラット）

が合計３３９１．８０カラットと記載され、これを上回っていることが認められる。また、

原告らが同日に訴外法人１から納品を受けたとするサファイアについてみても、同表のと

おり、同じ個数（合計４３１個）が記載されている以上、重量（カラット）も同じとなる

はずであるにもかかわらず、重量（カラット）が合計１６９７．７３カラットと記載され、

これと一致しないことが認められるから、不自然というほかない。 

      加えて、証拠又は弁論の全趣旨によれば、本件貸出伝票には、個々の重量（カラット）

の集計を誤り、原告Ｃが平成２８年４月２８日に訴外法人１から納品を受けたとするルビ

ー及びサファイアの重量（カラット）の合計として、ルビーについては、実際には合計８

０２．５１カラットのところを合計７８３．３５カラット、サファイアについては、実際

には合計３５８．０３カラットのところを合計４９３．９０カラットと記載されているこ

とが認められるところ（乙Ｃ７）、この集計誤りを前提として、原告らが同日に訴外法人

１から納品を受けたとするルビー及びサファイアの重量（カラット）を計算すると、ルビ

ーについては、合計３３７２．６４カラット、サファイアについては、合計１８３３．６

０カラットとなり、上記の訴外法人１・訴外法人２間の貸出伝票の記載と一致することに

なる。このような事情に照らすと、訴外法人１・訴外法人２間の貸出伝票については、訴

外法人１が訴外法人２から納品を受けた事実に基づいて作成されたものではなく、本件貸

出伝票に基づいて作成されたものにとどまり、そのために本件貸出伝票における集計誤り

を前提とする記載が訴外法人１・訴外法人２間の貸出伝票にあると考えるのが合理的であ

る。そして、実際に訴外法人１が訴外法人２から納品を受けていたのであれば、その事実

に基づいて作成しない合理的な理由があるとは考え難いから、このように訴外法人１・訴

外法人２間の貸出伝票が本件貸出伝票に基づいて作成されたものにとどまるということは、

その事実が実際にはなかったことを推認する一事情になるものというべきである。 

      また、原告代表者Ａは、本件の本人尋問において、訴外法人２の代表者である訴外代表

者２から、ビニール袋に入った状態で納品を受け、そのうちの数個を取り出してルーペで

確認していた旨を供述しているが、その供述する方法では、宝石の真がんを適切に確認す

ることはできないし（なお、この点については、原告代表者Ａも、本件の本人尋問におい

て、宝石の真がんを確認するためには、ルーペではなく、顕微鏡で確認する必要がある旨

を供述しているところである。）、その確認を十分にせず、しかも本件のように信用するこ

とができる鑑定書等もない中で、多額に上る本件宝石の納品を受け、これを販売していた

というのは、通常の商取引として、にわかには信じ難いところである。 

      そして、その他に、本件全証拠を精査しても、訴外法人１が実際に訴外法人２から納品

を受けたことを示す客観的な証拠はないから、これを認めることはできないというべきで
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ある。 

    ウ さらに、訴外法人１が訴外法人２に対して支払うべき仕入代金の点についてみると、原

告代表者Ａは、本件の本人尋問において、返品等の制度との関係で、本件販売場でされた

本件購入者に対する販売の「３か月後から半年の間」に、訴外香港法人から訴外法人２の

指定する者に対して現金で支払っていた旨を供述している。 

      しかしながら、訴外法人１・訴外法人２間の領収証の記載によれば、訴外法人２は、平

成２８年４月５日に１億８９５１万０８６１円、同年５月１０日に７億０６３７万９８０

３円、同年６月７日に１３億６６０８万７１１４円をそれぞれ領収したことになるところ、

それぞれの日付で領収したとする金額は、本件宝石の販売を受けてその月末に作成された

とする訴外法人１・訴外法人２間の納品書に記載された各月の販売分の金額（同年３月販

売分につき合計１億７５４７万３０１９円、同年４月販売分につき合計６億５４０５万５

３７３円、同年５月販売分につき合計１２億６４８９万５４７６円）とこれに係る消費税

等の額に相当する金額を合計した金額といずれも一致するから、訴外法人２は、訴外法人

１への仕入代金を、本件販売場でされた本件購入者に対する販売の翌月初めには領収して

いたことになる。そうすると、上記の原告代表者Ａの供述との間には、大きな食い違いが

生ずることになるが、仕入代金が高額に上ることなどに鑑みると、この支払時期に関する

点は資金繰りに影響を及ぼすものといえ、実際に訴外法人１が訴外法人２から仕入れてい

たのであれば、このような食い違いが生ずることは考え難いから、この点でも、訴外法人

１が訴外法人２から仕入れていたとすることには重大な疑義があるというべきである。 

      加えて、証拠又は弁論の全趣旨によれば、原告代表者Ａは、①平成２８年１０月２８日

の本件調査時には、訴外香港法人の支払原資について、「ツアーガイドにお金を預けて持

って行ってもらってい」たほか、「銀行から送金し」たこともあった旨を供述し、また、

訴外香港法人から訴外法人２の指定する者への支払方法については、「香港の法人からタ

イの法人も銀行から送金したので振込書の控えがある」旨を供述していたこと（乙共３

１）、②同年１１月１５日の本件調査時には、「Ｐからの仕入代金は、私が中国の香港で代

表をしているＶへ支払って」おり、その「支払方法は現金で、旅行会社のガイドに現金を

預けて持って行ってもらってい」た旨を供述していたこと（乙Ａ１２）、③令和３年７月

２６日付けの陳述書では、「本件宝石の仕入代金相当額は、私が代表をしている香港所在

のＶ社に預託し」ており、「Ｖ社に預託された現金は、その後、Ｐ社の指示するタイ所在

の法人に対して支払うことにより決済が」されていた旨を供述していたこと（甲共２０）、

④本件の本人尋問における主尋問の際には、当該陳述書における供述には間違いがあり、

訴外法人１は訴外香港法人の本邦における債務の立替払をする代わりに、訴外香港法人が

訴外法人１の仕入代金を訴外法人２の指定する者に支払っていたものであり、訴外香港法

人に対して逐一送金等をすることはなかった旨を供述していたこと、⑤その反対尋問の際

には、訴外香港法人に現金を持って行ったことも「ちょっとはあり」、自ら又は訴外香港

法人からの出張者において、それをしていた旨を供述していたが、その後に、被告指定代

理人から、「ガイドさんにお金を持っていってもらっていますという話をされていません

でしたか。」と指摘されると、「ガイドさんがそのときは香港に帰る人ということで、誰か

香港に行く人がいたら、ちょっとこれお願いしますということで、やったことはあると思

います。」としつつ、その金額や回数については、「はっきり覚えていない」などと曖昧な
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供述をし、また、訴外香港法人から訴外法人２の指定する者への支払方法については、現

金で支払っていた旨を供述していることが認められる。このように、原告代表者Ａは、訴

外香港法人への支払原資の供給方法や訴外香港法人から訴外法人２の指定する者への支払

方法に関する供述内容を合理的な理由もなく変遷させたものということができるところ、

仕入代金が高額に上ることなどに鑑みると、この点は、本件宝石の販売に係る取引の根幹

に関わるものといえ、実際に訴外法人１が訴外法人２から仕入れ、その仕入代金を支払っ

ていたのであれば、当該取引の枠組みを考案した原告代表者Ａがこの点に関する供述内容

を合理的な理由もなく変遷させることは考え難いから、それにもかかわらず、原告代表者

Ａがこの点に関する供述内容を合理的な理由もなく変遷させたのは、実際には訴外法人１

が訴外法人２から本件宝石を仕入れておらず、その仕入代金を支払ったこともなかったか

らと考えるのが自然である。 

      また、原告代表者Ａは、本件の本人尋問において、訴外法人１が訴外香港法人の本邦に

おける債務の立替払をする代わりに、訴外香港法人が訴外法人１の仕入代金を訴外法人２

の指定する者に支払っていた旨を供述しているが、訴外香港法人が代わりに支払ったとす

る仕入代金が多額に上り、訴外法人１による立替金も同様に多額に上るものであったと考

えられるにもかかわらず、本件では、これに伴う金銭の移動や経理処理等に係る証拠が一

切提出されておらず、当然あるべき証拠による裏付けがないというのも、にわかには信じ

難いところであり、そもそも訴外法人１が訴外法人２から本件宝石を仕入れていた事実は

なかったと考える方が自然である。 

    エ これらの事情を考慮すれば、訴外法人１が訴外法人２から本件宝石を仕入れていた事実

は認められないというべきである。 

  （２）また、原告らは、本件仕入計上額に係る課税仕入れがあったことを前提として、本件販売

場において本件購入者に対して本件宝石を販売した事実があった旨を主張し、原告ら代表者

も、それに沿う供述をしているので、以下、この点について検討する。 

    ア 原告らの主張する本件購入者合計９２６名（本件購入者（原告Ａ分）につき合計２３６

名、本件購入者（原告Ｂ分）につき合計２３９名、本件購入者（原告Ｃ分）につき合計２

４９名、本件購入者（原告Ｄ分）につき合計２０２名）については、その大多数が中国人

の旅行客とされているところ、証拠又は弁論の全趣旨によれば、外務省のホームページ上、

中国人の旅行客の団体観光では、添乗員なしでの自由行動が認められていない旨などが記

載され（乙共１６）、観光庁作成の「中国国民訪日団体観光旅行取扱マニュアル」上でも、

「日本側旅行会社の添乗員は、中国側旅行会社の添乗員と協力し、参加者が全員そろって

いるか毎日確認すること」とされ、「参加者の日本滞在中における自由行動（添乗員がい

ない）は認めない」旨などが記載されているにもかかわらず（乙共２７）、本件購入者の

うち、本件調査により本件ツアーの行程上、本件レジシートに記載された販売時刻に本件

販売場を訪れて本件宝石を購入することができないことが判明した者だけでも、別紙２４

から２７までの表のとおり、少なくとも合計２０５名（本件購入者（原告Ａ分）につき合

計３３名、本件購入者（原告Ｂ分）につき合計６９名、本件購入者（原告Ｃ分）につき合

計３５名、本件購入者（原告Ｄ分）につき合計６８名）もいることが認められる（乙Ａ１

１、１３～１９、乙Ｂ１１、１３～２５、乙Ｃ１５、１７～２４、乙Ｄ１２、１４～２

０）。そして、一般論としては、原告らの主張するように、ツアーの行程から外れて行動
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する可能性があり得るとしても、本件では、消費税法施行令１８条６項の規定により、出

港地を所轄する税関長等に購入記録票を提出することが義務付けられているにもかかわら

ず、当該２０５名のうち１５３名が利用した関西国際空港又は中部国際空港を所轄する税

関長等で回収した購入記録票の中に、原告らにおいて発行した購入記録票が一切なかった

ことも認められるから（乙共２８、２９）、少なくとも当該１５３名については、本件販

売場を訪れておらず、本件宝石を購入していないことを優に認定することができるという

べきであるし、その他にも、本件では、本件ツアーを取り扱った本邦の旅行会社のうち本

件調査で確認の取れた株式会社Ⅹ、株式会社Ｙ、Ｚ株式会社及び株式会社ａに係る担当職

員等が、いずれも本件販売場の存在すら把握していなかったことも指摘することができる

（乙共２３～２６）。そうすると、本件購入者のうち本件販売場を訪れておらず、本件宝

石を購入していないことが明らかな者だけでも、相当数に上ることは否定し難いし、それ

以外の者についても、同様に、本件販売場を訪れていなかったと疑うことにも相応の合理

性があるというべきである。 

    イ また、本件宝石は、いずれも現金で販売されたものであったとされているところ、証拠

又は弁論の全趣旨によれば、中国では、外貨現金の持出制限として、原則１万アメリカド

ル相当額（平成２８年５月末現在の為替レートで１１０万円程度）を超えてはならないと

されている上（乙共１７、１８）、域外での現金引出取引に対する限度額管理として、銀

行カード１枚ごとに１日当たりの引出上限額が１万人民元（同月末現在の為替レートで１

７万円程度）とされていることも認められる（乙共１９、２０）。そして、本件宝石は、

１個当たりの単価の平均が約２００万円と高額なものであり、これを１個又は複数購入し

た本件購入者としては、上記の外貨現金の持出制限の上限額を超える現金を、数日にわた

り又は複数の銀行カードを用いて現金を引き出すなどして用意することが必要とされるも

のであったことが認められる（乙Ａ９、１１、乙Ｂ９、１１、乙Ｃ１０、１５、乙Ｄ１０、

１２）。この点については、原告らの主張するように、上記の外貨現金の持出制限を超え

る例もある旨の指摘もされているところではあるが（甲共３、６～８）、多数に上る本件

購入者の一部ならまだしも、その全てがこれに違反したとは、にわかには信じ難いところ

であるし、本件全証拠を精査しても、本件では、そこまでして本件販売場で本件宝石を購

入しなければならない合理的な理由があったとは認められないというべきである。 

    ウ さらに、原告らが本件販売場で販売した際に提出を受けたとする本件購入者誓約書の記

載を見ても、①例えば、旅券等に印字された氏名又は署名欄に記載された氏名が「ｂ」で

あるにもかかわらず、本件購入者誓約書の署名欄には「ｄ」と記載されているなど、旅券

等に印字された氏名又は署名欄に記載された氏名とは異なる氏名又は誤った文字が記載さ

れているもの（本件購入者誓約書（原告Ａ分）につき乙Ａ１１（５９、７３、１０９、２

３８、３１４、３７８、３９０、３９４、４００、４１８、４３２、４３４頁）、本件購

入者誓約書（原告Ｂ分）につき乙Ｂ１１（２９、４１、８０、１３５、１４５、１７５、

２２１、４６１頁）、本件購入者誓約書（原告Ｃ分）につき乙Ｃ１５（６１、２７０、３

９３、３９７、４０１、４０６、４４４、４６３、６３１、７７６、８１５、８２５頁）、

本件購入者誓約書（原告Ｄ分）につき乙Ｄ１２（２３、３０、４２、５６、６１、９３、

１４２、１５２、１７６、２３５、２４４、２５６、２６５、２７１、２８６、３１３、

３５６、４０１、４４９、４５８、５０６、５４８、５９０頁））が多数認められるとこ
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ろであるし、②本件購入者誓約書の署名欄に記載された氏名の筆跡と旅券等の署名欄に記

載された氏名の筆跡が異なることがうかがえるもの（本件購入者誓約書（原告Ａ分）につ

き乙Ａ１１（５７、６９、８５、１３０、１４０、１８８、２２２、２４０、２５４、２

６２、２６６、２８８、３１０、３３２、３３８、３４４、３４８、３５４、３５６、３

６８、３８４、４１２、４２０、４２２、４２４、４２６、４３０頁等）、本件購入者誓

約書（原告Ｂ分）につき乙Ｂ１１（２７、３９、４３、４７、４９、５４、６２、１００、

１０４、１３９、１５９、１９３、２０９、２４７、２６９、２９１、３１１、３１５、

３２７、３４１、３４９、３５４、３６７、３７５、３７７、３８７、３８９、３９３、

４２７、４３１、４３９頁等）、本件購入者誓約書（原告Ｃ分）につき乙Ｃ１５（７、３

１、４７、５７、６９、７７、９１、９５、９９、１１１、１２７、１７５、１９９、２

２０、２２４、２２８、２４１、２４８、２５２、２８５、３１３、３１８、３２１、３

３４、４３５、４５５、５５５、５７５、５７９、５８３、６４７、６５９、６８３、６

９５、６９９、７０７、７２３、７５５、８０７頁等）、本件購入者誓約書（原告Ｄ分）

につき乙Ｄ１２（１４、４９、６７、７０、８８、１２６、１６４、１７０、１８８、２

１４、２７７、３０５、３２７、３９５、４２８、５０３、５１２、５８４、５８７、５

９３、５９６、５９９、６０２、６０５、６０８頁等））も多数に上ることが認められる。 

      また、本件購入者のうちアメリカ旅券を有する者に係る本件購入者誓約書（本件購入者

誓約書（原告Ａ分）につき乙Ａ１１（４１８、４２０、４２２、４２４、４２６、４３２、

４３４、４３６頁）、本件購入者誓約書（原告Ｂ分）につき乙Ｂ１１（３９、４１、４５

５、４５７、４５９、４６１、４６３、４６５、４６９、４７１、４７３頁）、本件購入

者誓約書（原告Ｄ分）につき乙Ｄ１２（５８４、５８７、５９０、５９３、５９６、５９

９、６０２、６０５、６０８頁））の記載を見ると、署名欄に漢字で記載した者が１名い

るものの（乙Ａ１１（４３６頁））、それ以外の者は、いずれも署名欄にブロック体で記載

し、筆記体で記載した者は１名もいなかったことが認められる。仮に、原告らの主張する

ように、署名欄にブロック体で記載することが多いということを前提としたとしても、本

件では、旅券等の署名欄の記載を確認することができる者について、全てがそこに筆記体

で記載しているにもかかわらず、誰一人として、本件購入者誓約書の署名欄には筆記体で

記載をしていないことが認められるから、不自然というべきである。 

      そのため、本件購入者誓約書のうち上記で指摘したものについては、実際に本件販売場

で本件宝石が販売された際に作成されたものではなく、その外形を整えるために、その販

売の事実に基づかずに作成されたものであったことがうかがえる上、それが多数に上るこ

となどに鑑みると、上記で指摘したもの以外のものについても、同様に、その販売の事実

に基づかないで作成されたものであった可能性が十分に考えられるというべきである。 

    エ 加えて、本件宝石については、原告らの主張する返品等の制度を前提として販売された

ものとされているが、本件で提出された証拠（甲Ａ１２、甲Ｂ１３、甲Ｃ１０、甲Ｄ１４、

乙Ａ９、乙Ｂ９、乙Ｃ１０、乙Ｄ１０）によれば、当該制度に基づいて返品されたとする

本件宝石の個数が本件宝石の販売総数に占める割合（本件返品率）は、本件返品率（原告

Ａ分）が約６７．７％、本件返品率（原告Ｂ分）が約６６．６％、本件返品率（原告Ｃ分）

が約６５．１％、本件返品率（原告Ｄ分）が約６３．９％となることが認められる（なお、

別紙２９の１から４までの表参照）。本件購入者は本件宝石の現物を確認した上で購入し
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たものとされているから、仮に本件購入者の中に帰国後に気が変わって返品を希望する者

がいたとしても、そこまで高い割合になるとは考え難く、通常の商取引として余りにも不

自然というべきである。また、証拠又は弁論の全趣旨によれば、訴外上海法人の名称は、

正しくは「Ｒ」であるにもかかわらず、この本件宝石保証書には、「ｅ」と誤って記載さ

れていることも認められるところ（原告代表者Ａの本人尋問、甲共１１、１２、甲Ａ５、

甲Ｂ６、甲Ｃ３、甲Ｄ７）、原告らの主張する返品等の制度の内容、本件宝石保証書の役

割等に鑑みると、その返品等を保証する訴外上海法人の名称という重要な事項に誤りがあ

る本件宝石保証書を実際に使用して本件宝石を販売していたとは考え難いから、この点で

も、不自然な点があるといえる。 

    オ そして、そもそも原告らの仕入先である訴外法人１が訴外法人２から本件宝石を仕入れ

ていた事実自体が認められないことは、前記（１）で述べたとおりであるが、この点をお

くとしても、原告らが本件宝石の販売の前提として主張する原告らの間での本件宝石の受

渡しについては、不自然な点があるというべきである。すなわち、原告らは、原告らの間

でも、平成２８年４月４日、同月２１日、同月２５日、同年５月９日及び同月１８日に、

当該受渡しをしていた旨を主張しているが、これらの前日時点での在庫状況は、別紙３０

の表のとおりであり、いずれも十分な在庫があったものと考えられるから、当該受渡しに

は合理的な理由がないというべきであるし、原告らが提出した本件請求書等の記載を見て

も、別紙３１の表のとおり、移動元の本件貸出伝票に記載がないものについて当該受渡し

をしたとするなど、本件貸出伝票や本件売上日報の記載と矛盾するものが多数見受けられ

るため、この点でも、不自然な点があるといえる。 

    カ その他にも、証拠又は弁論の全趣旨によれば、原告ら代表者は、①令和３年７月２６日

付け、同月２７日付け又は同月２８日付けの陳述書において、本件購入者に対して、日本

語の鑑定書は提供していなかったものの、その代わりに、訴外上海法人において中国語の

鑑定書を提供するとともに、本件宝石の販売後、一定の期間内であれば、返品を受け入れ

ることを説明していた旨を供述していたが（甲共２０～２３）、②本件の本人尋問におい

ては、これを否定したり、曖昧な供述をするなどして、この点に関する供述内容を合理的

な理由もなく変遷させたことが認められる。宝石の鑑定書を提供することができるか否か

は、宝石の販売事業をする上で重要な事項であり、実際に原告らにおいて本件宝石を販売

していたのであれば、この点に関する供述内容を合理的な理由もなく変遷させることは考

え難いところであるし、本件では、取引の全過程を通じて金銭が移動した形跡等がなく、

当然あるべき証拠による裏付けもされていないことなども併せ考慮すると、実際には本件

宝石を仕入れて販売したことはなかったと考える方が自然である。 

    キ これらの事情を考慮すれば、原告らが本件販売場において本件購入者に対して本件宝石

を販売した事実は認められないというべきである。 

  （３）以上で述べたところによれば、本件仕入計上額に係る課税仕入れの前提となる訴外法人１

が訴外法人２から本件宝石を仕入れた事実についても、原告らが本件販売場において本件購

入者に対して本件宝石を販売した事実についても認めることができないし、仮にこれがあっ

たとすると、不自然な点が多々あるといえるから、本件の事実関係の下では、実際には当該

課税仕入れはなく、原告らにおいて本件納品書を作成するなどしてその外形を整えたものに

とどまると考えるのが自然である。そして、その他に、本件全証拠を精査しても、これを覆
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すに足りる事情は認められないから、当該課税仕入れはなかったと認めるのが相当である。 

  （４）これに対し、原告らは、るる主張し、本件仕入計上額に係る課税仕入れがあったとするが、

次に述べるところによれば、いずれも理由がないというべきである。 

    ア 原告らは、本件販売場での宝石の販売事業をすることを決意し、その開店準備をした上

で、実際に当該事業を営んでいたものであるから、被告の主張するように、本件仕入計上

額に係る課税仕入れを否定することはできないし、原告らが本件販売場で本件宝石を販売

した場合には、本件売上日報を作成するなどしていた旨を主張している。 

      確かに、証拠又は弁論の全趣旨によれば、原告らの主張するように、原告らが、本件販

売場に係る賃貸借契約を締結して、その引渡しを受けたり（原告ら代表者の本人尋問、甲

共１８、甲Ａ４、甲Ｂ３、甲Ｄ４～６）、備品類、ショーケース、コピー機、レジスター

等の購入等や本件販売場の警備に関する契約を締結して、その費用を支払ったことがうか

がえる上（原告ら代表者の本人尋問、甲Ａ１５、甲Ｂ４、甲Ｃ１４～１６、甲Ｄ１７～１

９）、本件販売場Ｂにおける宝石の販売事業の開始前後又は閉店間際にその店内を撮影し

たとする写真が存在することも認められる（原告ら代表者の本人尋問、甲Ａ１１、甲Ｂ５、

甲Ｃ９、甲Ｄ１３）。 

      しかしながら、本件の事実関係の下では、本件仕入計上額に係る課税仕入れの前提とな

る訴外法人１が訴外法人２から本件宝石を仕入れた事実についても、原告らが本件販売場

において本件購入者に対して本件宝石を販売した事実についても認めることができず、仮

にこれがあったとすると、不自然な点が多々あるといえることは、以上で述べたとおりで

あるところ、原告らが提出した本件課税期間確定申告書における還付金の額に相当する税

額が短期間で多額に上ることなどに鑑みると、これがあったかのような外形を整えてその

還付を得るために、ある程度の費用を支出したとしても、特段不自然とまではいえないし、

その主張する点を踏まえても、以上で述べた当裁判所の判断が左右されることはないとい

えるから、この点に関する原告らの主張は理由がないというべきである。 

    イ 原告らは、訴外法人１が訴外法人２から仕入れた場合における仕入代金については、原

告代表者Ａが代表者を務める訴外香港法人を通じて訴外法人２の指定する者に支払うとい

う方法で、実際にその支払がされていたし、この訴外香港法人による支払分については、

別途、訴外法人１が訴外香港法人の本邦における債務の立替払をしていたことから、それ

による立替金と相殺していた旨も主張している。 

      しかしながら、原告代表者Ａは、本件の本人尋問において、これに沿う供述をしている

ものの、以上で述べたように、これまでの原告代表者Ａの供述内容をみると、原告代表者

Ａは、訴外香港法人への支払原資の供給方法や訴外香港法人から訴外法人２の指定する者

への支払方法に関する供述内容を合理的な理由もなく変遷させたものといわざるを得ない

し、また、訴外香港法人が代わりに支払ったとする仕入代金が多額に上り、訴外法人１に

よる立替金も同様に多額に上るものであったと考えられるにもかかわらず、本件では、こ

れに伴う金銭の移動や経理処理等に係る証拠が一切提出されておらず、当然あるべき証拠

による裏付けもないことが認められるから、この点に関する原告らの主張も理由がないと

いうべきである。 

    ウ 原告らは、本件請求書等に添付された写真において多数の宝石が撮影されているほか、

原告代表者Ｄが平成２８年５月頃に本件販売場Ｄにおいて従業員と共に宝石を箱に入れて
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いる様子を撮影した写真（甲共２５）も存在することや、原告らの間でも、実際に本件宝

石の受渡しをしていたことなどに鑑みると、本件販売場で本件宝石の納品を受けていたこ

とは明らかであるし、本件販売場Ｂのテーブルの上に置かれた宝石が撮影された写真（甲

Ｂ９）を見ても、撮影されたルビー、サファイア及びエメラルドの個数が、本件請求書等

の記載上、平成２８年３月１７日に本件販売場Ｂへ補充されたとする個数（甲Ｂ１７）と

一致していることが認められる旨も主張している。 

      しかしながら、本件では、原告らの仕入先は、訴外法人１のみとされ、その訴外法人１

の仕入先は、訴外法人２のみとされているところ、本件の事実関係の下では、原告らの主

張の前提となる訴外法人１が訴外法人２から本件宝石を仕入れた事実を認めることができ

ないことは、以上で述べたとおりであるし、原告らの主張する写真を見ても、その撮影さ

れた宝石が本件宝石であるとは限らず、そうではない可能性も否定し難いところであり、

その主張する点をもって、直ちに以上で述べた当裁判所の判断が左右されることはないと

いえるから、この点に関する原告らの主張も理由がないというべきである。 

    エ 原告らは、原告らとしては、現に本件宝石の納品を受けられるのであれば、それで足り、

それ以上に、訴外法人２がどこから本件宝石を仕入れていたのかについて、その詳細を把

握すべき義務があったとも解されないし、訴外代表者２の仕入れに関する供述について、

実態を伴っていない可能性があるとしても、そのことと原告らにおける本件仕入計上額に

係る課税仕入れの有無とは無関係であり、それを背景として本件更正処分等をすることは

できないというべきである旨も主張している。 

      しかしながら、この点に関する原告らの主張は、原告らが現に本件宝石の納品を受けて

いたことを前提とするものであるが、以上で述べたところによれば、原告らが現にその納

品を受けていたとは認め難いから、この点に関する原告らの主張も理由がないというべき

である。 

    オ 原告らは、実際に訴外法人１・訴外法人２間の領収証が作成されたのは、訴外香港法人

が訴外法人２の指定する者に支払った後のことであったところ、訴外法人１・訴外法人２

間の領収証に記載された日付は、その支払の確認後に、訴外代表者２において、訴外法人

１・訴外法人２間の納品書に記載された日付に鑑みて、これと近接した日付を記載したも

のにとどまるから、原告代表者Ａの供述との間に食い違いはない旨も主張している。 

      しかしながら、両者の間に食い違いがあると認められることは、以上で述べたとおりで

あるし、本件全証拠を精査しても、原告らの主張するように、訴外代表者２が訴外法人

１・訴外法人２間の領収証を作成するに当たって実際に支払を受けた日付ではなく、訴外

法人１・訴外法人２間の納品書に記載された日付と近接した日付を記載したとする合理的

な理由は見当たらないから、この点に関する原告らの主張も理由がないというべきである。 

    カ 原告らは、①被告が購入不可能とする取引は、僅かな数にとどまり、それをもって、全

ての本件宝石の販売が不存在であるとすることには無理があること、②本件販売場に設置

されたレジスターが正確な時刻を記録していなかった可能性があること、③観光庁作成の

「中国国民訪日団体観光旅行取扱マニュアル」等に記載された事項が遵守されていた保証

はなく、ツアーの行程上、訴外販売場に訪れることが物理的に不可能と指摘された者につ

いて、実際に訴外販売場を訪れて商品を購入した様子がビデオカメラで撮影されていたと

いう同種事案（訴外法人１に係る事案）があること、④本件販売場についてみても、旅行



35 

 

会社としては、訴外上海法人との間の集客に関する契約に基づく手数料を得るために、中

国人等の旅行客としては、信頼の置ける本邦において安心して宝石を購入するために、そ

れぞれ本件ツアーの行程から外れてでも本件販売場を訪れる動機があったものと考えられ

ることなどから、本件購入者が本件ツアーの行程に従って行動することを前提とする被告

の主張は理由がない旨も主張している。 

      しかしながら、以上で述べたように、本件購入者のうち、本件調査により本件ツアーの

行程上、本件レジシートに記載された販売時刻に本件販売場を訪れて本件宝石を購入する

ことができないことが判明した者だけでも、少なくとも合計２０５名（本件購入者（原告

Ａ分）につき合計３３名、本件購入者（原告Ｂ分）につき合計６９名、本件購入者（原告

Ｃ分）につき合計３５名、本件購入者（原告Ｄ分）につき合計６８名）もいることが認め

られるから、これが僅かな数にとどまるということはできず、それ以外の者についても、

同様に、本件宝石の販売がなかったと推認する一事情にはなるものと解されるし、その他

の事情も併せ考慮すれば、本件では、原告らが本件販売場において本件宝石を販売した事

実は認められないというべきである。また、原告らは、本件販売場に設置されたレジスタ

ーが正確な時刻を記録していなかった可能性がある旨も主張しているが、抽象的な可能性

を指摘するものにとどまり、本件全証拠を精査しても、これを認めることはできないとい

える。さらに、一般論としては、原告らの主張するように、ツアーの行程から外れて行動

する可能性があり得るとしても、本件では、以上で述べたように、消費税法施行令１８条

６項の規定により、出港地を所轄する税関長等に購入記録票を提出することが義務付けら

れているにもかかわらず、当該２０５名のうち１５３名が利用した関西国際空港又は中部

国際空港を所轄する税関長等で回収した購入記録票の中に、原告らにおいて発行した購入

記録票が一切なかったことも認められ、少なくとも当該１５３名については、本件販売場

を訪れておらず、本件宝石を購入していないことを優に認定することができることなどに

鑑みると、本件購入者のうち本件販売場を訪れておらず、本件宝石を購入していないこと

が明らかな者だけでも、相当数に上ることは否定し難いというべきである。そして、本件

ツアーの行程から外れてでも本件販売場を訪れる動機についてみても、原告らの主張する

返品等の制度に不自然な点があることは、以上で述べたとおりであるし、その主張する点

を踏まえて本件全証拠を精査しても、旅行会社が集客に関する契約に基づく手数料を得て

いたことを裏付けるに足りる事情は見当たらず、中国人等の旅行客としても、本邦に多数

ある免税店の中で本件販売場において本件宝石を購入する合理的な理由があったとは認め

難いところである。そのため、この点に関する原告らの主張も理由がないというべきであ

る。 

    キ 原告らは、中国人等の旅行客において、本件宝石を購入するだけの現金を用意すること

が現実的ではないなどということはできない旨も主張している。 

      しかしながら、以上で述べたように、外貨現金の持出制限を超える例もある旨の指摘も

されているところではあるが、多数に上る本件購入者の一部ならまだしも、その全てがこ

れに違反したとは、にわかには信じ難く、本件宝石の販売がなかったと推認する一事情に

はなるものと解されるし、その他に、本件全証拠を精査しても、本件では、そこまでして

本件販売場で本件宝石を購入しなければならない合理的な理由があったとは認められない

から、この点に関する原告らの主張も理由がないというべきである。 
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    ク 原告らは、被告が不自然な点があるとする本件購入者誓約書は、僅かな数にとどまり、

それをもって、全ての本件宝石の販売が不存在であるとするのは暴論というほかない上、

被告の主張するように、計画的に本件宝石を販売したかのように仮装していたのであれば、

旅券等の記載と一致する本件購入者誓約書を作成したはずであるし、本件購入者が本件販

売場を訪れていないのに、原告らにおいて、合計９２６名分（本件購入者（原告Ａ分）に

つき合計２３６名分、本件購入者（原告Ｂ分）につき合計２３９名分、本件購入者（原告

Ｃ分）につき合計２４９名分、本件購入者（原告Ｄ分）につき合計２０２名分）もの旅券

等の写しを入手することは困難といえる旨も主張している。 

      しかしながら、以上で述べたように、本件購入者誓約書のうち、旅券等に印字された氏

名又は署名欄に記載された氏名とは異なる氏名又は誤った文字が記載されているものなど

については、実際に本件販売場で本件宝石が販売された際に作成されたものではなく、そ

の外形を整えるために、その販売の事実に基づかずに作成されたものであったことがうか

がえる上、それが多数に上ることなどに鑑みると、それ以外のものについても、同様に、

その販売の事実に基づかないで作成されたものであった可能性が十分に考えられるから、

本件宝石の販売がなかったと推認する一事情にはなるものと解されるし、その他の事情も

併せ考慮すれば、本件では、原告らが本件販売場において本件宝石を販売した事実は認め

られないというべきである（なお、原告らは、旅券等のように公的な書類に記載する署名

と、本件購入者誓約書のように単なる一販売業者の保管用の書類に記載する署名とでは、

署名をする者の意識も異なるから、後者については、ある程度乱雑となる部分もあると考

えられる旨も主張しているが、以上で述べた本件購入者誓約書には、その主張とは反対に、

旅券等の署名欄の方が崩した字体で記載されているものも多数見受けられるから、この点

に関する原告らの主張も採用し難いところである。）。また、仮に本件宝石を販売したかの

ように仮装し、その発覚を防ぐことのみを考えるのであれば、旅券等の記載と一致する本

件購入者誓約書を作成するのが最も合理的ということになるが、実際には、本件購入者誓

約書が多数に上り、相当煩雑な作業となることが想定されるため、原告らの主張するよう

に、旅券等の記載と一致する本件購入者誓約書を作成したはずとまでいうことはできない

と考えられる。そして、旅券等の写しについても、原告らに協力する仲介者が存在すれば、

その者を介して入手することが可能なものであるし、少なくとも旅券等に印字された氏名

又は署名欄に記載された氏名とは異なる氏名又は誤った文字が記載されているものについ

ては、原告らにおいて何らかの方法で旅券等の写しを入手しなければ、これが作成された

とは考え難いから、その主張する点をもって、以上で述べた当裁判所の判断が左右される

ことはないといえる。そのため、この点に関する原告らの主張も理由がないというべきで

ある。 

    ケ 原告らは、被告において意図的に購入記録票を廃棄した可能性があるから、所轄する税

関長等で回収した購入記録票の中に原告らにおいて発行した購入記録票が一切なかったこ

となどを指摘する被告の主張は理由がない旨も主張している。 

      しかしながら、証拠又は弁論の全趣旨によれば、免税対象物品を購入した非居住者が所

轄する税関長等に提出した購入記録票については、最寄りの国税局長に送付され、国税庁

標準文書保存期間基準（乙共３０）に従って保存されることになるところ、当初は、当該

基準上、「調査等で取得した文書（証拠として保存が必要ないもの）」に該当する文書とし
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て、その保存期間が１年未満とされていたが、東京国税局においては、非居住者の旅行者

が名義貸しをし、免税対象物品を購入していないにもかかわらず、当該非居住者の氏名で

書類が作成されたことが疑われる事案が発生し、当該非居住者が購入記録票を提出してい

ないことを立証する必要が生じたことから、平成２８年８月以降は、全ての購入記録票を

廃棄せずに保存する取扱いになったことが認められる。そして、本件購入者が本件宝石を

購入したとされる期間は、同年３月から同年５月までであり、本件調査の担当職員がこれ

に着手した日は、同年１０月以降であり、いずれも上記の取扱いの変更前後の出来事であ

ったから、本件調査により本件ツアーの行程上、本件レジシートに記載された販売時刻に

本件販売場を訪れて本件宝石を購入することができないことが判明した者のうち、関西国

際空港又は中部国際空港を利用した１５３名に係るものについては、所轄する税関長等か

ら大阪国税局長又は名古屋国税局長を経由して東京国税局長に送付された時期が、上記の

取扱いの変更後であったため、廃棄されておらず、原告らにおいて発行した購入記録票の

有無を確認することができた一方で（乙共２８、２９）、成田国際空港を利用した５２名

に係るものについては、所轄する税関長等から東京国税局長に送付された時期が、上記の

取扱いの変更前であったため、本件調査時には既に廃棄され、原告らにおいて発行した購

入記録票の有無を確認することができなかったとしても、特段不自然な点はないといえる。

また、原告らは、このような取扱いの変更に当たっては、問題が生じてから内部決裁をす

るまでに時間を要するはずであることなどを前提として、被告において意図的に購入記録

票を廃棄した可能性がある旨を主張しているが、問題が生じてから行政機関内部での取扱

いが変更されるまでの期間については、一概にいうことはできないし、仮に被告において

意図的に購入記録票を廃棄してまで、本件で有利な主張をしようとしたのであれば、以上

で述べたように、関西国際空港又は中部国際空港を利用した１５３名に係るものと成田国

際空港を利用した５２名に係るものとで異なる主張をする合理的な理由があったとは考え

難く（なお、原告らがその廃棄が不合理と主張する理由は、専ら成田国際空港を所轄する

税関長等から東京国税局長に送付された購入記録票に関するものであるところ、仮にその

中に原告らにおいて発行した購入記録票があったとしても、その購入記録票のみを意図的

に廃棄した上で、関西国際空港又は中部国際空港を利用した１５３名に係るものと同様の

主張をすれば足り、同時期の購入記録票を全て廃棄したなどと主張する合理的な理由があ

ったとはうかがえないところである。）、本件全証拠を精査しても、これを認めることはで

きないから、この点に関する原告らの主張も理由がないというべきである。 

    コ 原告らは、本件宝石の単価は数百万円と高額であり、かつ、本件購入者が添乗員に連れ

て来られた一個人であるために、中国への帰国後に気が変わり、返品を希望したというこ

とも十分に想定されるところであるし、本件宝石の購入に際し、本件販売場で返品等の制

度の説明を受けた上で、本件宝石保証書及び訴外上海法人の所在地が記載された名刺を手

渡されるなどし、容易に返品することができたことも踏まえると、本件返品率が著しく高

いとまでいうことはできない旨も主張している。 

      しかしながら、以上で述べたように、本件返品率は、本件返品率（原告Ａ分）が約６７．

７％、本件返品率（原告Ｂ分）が約６６．６％、本件返品率（原告Ｃ分）が約６５．１％、

本件返品率（原告Ｄ分）が約６３．９％となることが認められるところ、本件購入者は、

本件宝石の現物を確認した上で購入したものとされており、原告らの主張するように、仮
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に本件購入者の中に帰国後に気が変わって返品を希望する者がいたとしても、そこまで高

い割合になるとは考え難いため、通常の商取引として余りにも不自然というべきであるし、

本件宝石保証書の記載を見ても、その返品等を保証する訴外上海法人の名称という重要な

事項に誤りがあることが認められ、そのような本件宝石保証書を実際に使用して本件宝石

を販売していたとは、にわかには信じ難いところであるから、この点に関する原告らの主

張も理由がないというべきである。 

    サ なお、その他にも、原告らは、るる主張しているが、以上で述べた当裁判所の判断に反

するものであるか、あるいは、当該判断に直接関わらず、これを左右しないものであるか

ら、いずれも採用の限りではない。 

  （４）以上で述べたところによれば、本件仕入計上額に係る課税仕入れはなかったと認めるのが

相当である。 

  ３ 争点②（国税通則法６８条１項所定の「仮装」に該当する事実の有無）に対する判断 

    本件仕入計上額に係る課税仕入れがなかったことは、上記２で述べたとおりであるところ、

それにもかかわらず、自らの仕入高勘定に本件仕入計上額を計上するなどしたことは、あた

かもこれが存在するかのように見せかけるものにほかならないし、その他に、本件全証拠を

精査しても、これを覆すに足りる事情は見当たらないところである。そのため、本件では、

国税通則法６８条１項所定の「仮装」に該当する事実があったと認めるのが相当である。 

  ４ 本件更正処分等の適法性 

    争点①及び②に対する当裁判所の判断は、以上で述べたとおりであるし、前記第２の３の本

件更正処分等の適法性に関する被告の主張のうちその他の部分については、原告らも争って

おらず、これを不相当とする理由は見当たらない。そのため、本件更正処分等については、

いずれも適法なものと認められる。 

 第４ 結論 

    よって、本件訴えのうち別紙１却下部分目録記載の部分はいずれも不適法なものであるから、

これらを却下し、原告らのその余の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却すること

として、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３部 

裁判長裁判官 市原 義孝 

   裁判官 小西 圭一 

   裁判官 和田 崇寛  
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【別紙１】 

却下部分目録 

 

   本件訴えのうち却下すべき部分は、次のとおりである（なお、本判決では、税額につき、納付

すべき税額が増加する方向及び還付金の額に相当する税額が減少する方向をプラス、納付すべき

税額が減少する方向及び還付金の額に相当する税額が増加する方向をマイナスとみて、ある金額

よりもプラス方向の部分を「超える部分」、ある金額よりもマイナス方向の部分を「超えない部

分」と表現する。以下同じ。）。 

 １ 荒川税務署長が平成２９年９月２９日付けで原告Ａに対してした平成２８年１月１日から同年

６月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、消費税の還付金の額に相

当する税額４０９１万０６３４円及び地方消費税の還付金の額に相当する税額１１０３万９３７

７円を超えない部分。 

 ２（１）麻布税務署長が平成２９年９月２５日付けで原告Ｂに対してした平成２７年４月１日から

平成２８年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、消費税の

還付金の額に相当する税額７００万８３４２円及び地方消費税の還付金の額に相当する税額

１８９万１１３９円を超えない部分。 

  （２）麻布税務署長が平成２９年９月２５日付けで原告Ｂに対してした平成２８年４月１日から

同年６月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、消費税の還付金

の額に相当する税額５０９４万１０７７円及び地方消費税の還付金の額に相当する税額１３

７４万６００４円を超えない部分。 

 ３（１）神田税務署長が平成２９年９月２７日付けで原告Ｃに対してした平成２８年３月１日から

同月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分（ただし、令和４年５月１３

日付けの減額更正処分により減額された後のもの）のうち、消費税の還付金の額に相当する

税額４８９万４４０１円及び地方消費税の還付金の額に相当する税額１３２万０７１１円を

超えない部分。 

  （２）神田税務署長が平成２９年９月２７日付けで原告Ｃに対してした平成２８年４月１日から

同月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分（ただし、令和４年５月１３

日付けの減額更正処分により減額された後のもの）のうち、消費税の還付金の額に相当する

税額１１２９万８４４０円及び地方消費税の還付金の額に相当する税額３０４万８７８５円

を超えない部分。 

  （３）神田税務署長が平成２９年９月２７日付けで原告Ｃに対してした平成２８年５月１日から

同月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、消費税の還付金の額

に相当する税額２３７５万８３８２円及び地方消費税の還付金の額に相当する税額６４１万

０９９１円を超えない部分。 

  （４）神田税務署長が平成２９年９月２７日付けで原告Ｃに対してした平成２８年８月１日から

同月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、消費税の還付金の額

に相当する税額５８万２０５０円及び地方消費税の還付金の額に相当する税額１５万７０６

１円を超えない部分。 

 ４ 京橋税務署長が平成２９年９月２９日付けで原告Ｄに対してした平成２８年４月１日から同年

６月３０日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、消費税の還付金の額に相
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当する税額４１５９万３３８５円及び地方消費税の還付金の額に相当する税額１１２２万３６１

１円を超えない部分。 
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【別紙１６】 

本件更正処分等（原告Ａ分）の適法性（被告の主張） 

 

 １ 本件更正処分（原告Ａ分）の適法性 

 （１）被告の主張する本件課税期間（原告Ａ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡

割額等は、次のとおりである。 

   ア（ア）課税標準額 ５１９万円 

       標記の金額（別紙２０の１の表の順号①の金額）は、本件課税期間確定申告書（原告

Ａ分）の「課税標準額」欄に記載された金額であり、本件課税期間確定申告書（原告Ａ

分）の「課税売上額（税抜き）」欄に記載された金額（ただし、国税通則法１１８条１

項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）とも同額である。 

    （イ）課税標準額に対する消費税額 ３２万６９７０円 

       標記の金額（別紙２０の１の表の順号②の金額）は、上記（ア）の金額に消費税法２

９条（令和元年１０月１日施行の平成２４年法律第６８号による改正前のもの。特記し

ない限り、以下同じ。）所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）控除対象仕入税額 ６５万７４１４円 

       標記の金額（別紙２０の１の表の順号④の金額）は、後記ａの金額から後記ｂの金額

を控除した金額に消費税法３０条１項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

      ａ 本件課税期間確定申告書（原告Ａ分）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込

み）」欄に記載された金額 ７億０６９３万０３６８円 

        標記の金額（別紙２０の２の表の順号⑦の金額）は、本件課税期間確定申告書（原

告Ａ分）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載された金額である。 

      ｂ 前記ａの金額から控除すべき金額 ６億９５６６万０４００円 

        標記の金額（別紙２０の２の表の順号⑧の金額）は、本件仕入計上額（原告Ａ分）

とこれに係る消費税等の額に相当する金額を合計した金額であるところ、これに係る

課税仕入れはなかったと認められるから、課税仕入れに係る支払対価の額に含めるこ

とはできず、前記ａの金額から控除すべきである。 

    （エ）控除不足還付税額 ３３万０４４４円 

       標記の金額（別紙２０の１の表の順号⑧の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額である。 

    （オ）既に還付の確定した本税額 ４０９１万０６３４円 

       標記の金額（別紙２０の１の表の順号⑩の金額）は、本件課税期間確定申告書（原告

Ａ分）の「控除不足還付税額」欄に記載された金額である。 

    （カ）差引納付すべき消費税額 ４０５８万０１００円 

       標記の金額（別紙２０の１の表の順号⑪の金額）は、上記（オ）の金額から前記（エ）

の金額を控除した金額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の

端数を切り捨てた後のもの）である。 

   イ（ア）地方消費税の課税標準となる控除不足還付税額 ３３万０４４４円 

       標記の金額（別紙２０の１の表の順号⑫の金額）は、前記ア（エ）の金額である。 

    （イ）還付すべき譲渡割額 ８万９１６７円 
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       標記の金額（別紙２０の１の表の順号⑭の金額）は、上記（ア）の金額に地方税法７

２条の８８第２項（令和元年１０月１日施行の平成２４年法律第６８号による改正前の

もの。特記しない限り、以下同じ。）所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）既に還付の確定した譲渡割額 １１０３万９３７７円 

       標記の金額（別紙２０の１の表の順号⑯の金額）は、本件課税期間確定申告書（原告

Ａ分）の「還付額」欄に記載された金額である。 

    （エ）差引納付すべき譲渡割額 １０９５万０２００円 

       標記の金額（別紙２０の１の表の順号⑰の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額（ただし、地方税法２０条の４の２第３項の規定により１００円

未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

   ウ 納付すべき消費税等の額 ５１５３万０３００円 

     標記の金額（別紙２０の１の表の順号⑱の金額）は、前記ア（カ）の金額と上記イ（エ）

の金額を合計した金額である。 

 （２）被告の主張する本件課税期間（原告Ａ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡

割額は、それぞれ上記（１）で述べたとおりであり、いずれも本件更正処分（原告Ａ分）に

おける本件課税期間（原告Ａ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡割額と同

額になるから、本件更正処分（原告Ａ分）については、適法なものと認められる。 

 ２ 本件賦課決定処分（原告Ａ分）の適法性 

 （１）上記１で述べたように、本件更正処分（原告Ａ分）は、適法なものであるところ、本件更正

処分（原告Ａ分）により新たに納付すべきこととなった税額の計算の基礎となった事実のう

ちに、本件更正処分（原告Ａ分）の前における税額の計算の基礎とされていなかったことに

ついて国税通則法６５条４項（平成２９年１月１日施行の平成２８年法律第１５号による改

正前のもの。特記しない限り、以下同じ。）所定の「正当な理由」があると認められるものは

ない。 

 （２）また、本件では、原告Ａが、本件課税期間（原告Ａ分）の消費税等について、課税標準の基

礎となるべき事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき、本件課税期間確

定申告書（原告Ａ分）を提出したことが認められるから、重加算税の賦課要件を充足するも

のといえる。 

 （３）そして、被告の主張する本件課税期間（原告Ａ分）の消費税等に係る重加算税の額は、別紙

２０の３の表のとおりであり（なお、計算の基礎となるべき税額は、本件更正処分（原告Ａ

分）により新たに納付すべきこととなった税額（ただし、国税通則法１１８条３項の規定に

より１万円未満の端数を切り捨てた後のもの）であり、重加算税の額は、当該基礎となるべ

き税額に同法６８条１項所定の税率を乗じて計算した金額である。）、本件賦課決定処分（原

告Ａ分）における本件課税期間（原告Ａ分）の消費税等に係る重加算税の額と同額になるか

ら、本件賦課決定処分（原告Ａ分）については、適法なものと認められる。 

  



51 

 

【別紙１７】 

本件更正処分等（原告Ｂ分）の適法性（被告の主張） 

 

 １ 本件更正処分（原告Ｂ分）の適法性 

 （１）被告の主張する平成２８年３月課税期間（原告Ｂ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消

費税の譲渡割額等は、次のとおりである。 

   ア（ア）課税標準額 ０円 

       標記の金額（別紙２１の１の表の順号①の金額）は、平成２８年３月課税期間確定申

告書（原告Ｂ分）の「課税標準額」欄に記載された金額であり、平成２８年３月課税期

間確定申告書（原告Ｂ分）の「課税売上額（税抜き）」欄に記載された金額（ただし、

国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）と

も同額である。 

    （イ）課税標準額に対する消費税額 ０円 

       標記の金額（別紙２１の１の表の順号②の金額）は、上記（ア）の金額に消費税法２

９条所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）控除対象仕入税額 ６３万２５５３円 

       標記の金額（別紙２１の１の表の順号④の金額）は、後記ａの金額から後記ｂの金額

を控除した金額に消費税法３０条１項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

      ａ 平成２８年３月課税期間確定申告書（原告Ｂ分）の「課税仕入れに係る支払対価の

額（税込み）」欄に記載された金額 １億２０１４万３０１１円 

        標記の金額（別紙２１の２の表の順号⑦の金額）は、平成２８年３月課税期間確定

申告書（原告Ｂ分）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載された

金額である。 

      ｂ 前記ａの金額から控除すべき金額 １億０９２９万９２４０円 

        標記の金額（別紙２１の２の表の順号⑧の金額）は、平成２８年３月課税期間仕入

計上額（原告Ｂ分）とこれに係る消費税等の額に相当する金額を合計した金額である

ところ、これに係る課税仕入れはなかったと認められるから、課税仕入れに係る支払

対価の額に含めることはできず、前記ａの金額から控除すべきである。 

    （エ）控除不足還付税額 ６３万２５５３円 

       標記の金額（別紙２１の１の表の順号⑧の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額である。 

    （オ）既に還付の確定した本税額 ７００万８３４２円 

       標記の金額（別紙２１の１の表の順号⑩の金額）は、平成２８年３月課税期間確定申

告書（原告Ｂ分）の「控除不足還付税額」欄に記載された金額である。 

    （カ）差引納付すべき消費税額 ６３７万５７００円 

       標記の金額（別紙２１の１の表の順号⑪の金額）は、上記（オ）の金額から前記（エ）

の金額を控除した金額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の

端数を切り捨てた後のもの）である。 

   イ（ア）地方消費税の課税標準となる控除不足還付税額 ６３万２５５３円 

       標記の金額（別紙２１の１の表の順号⑫の金額）は、前記ア（エ）の金額である。 
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    （イ）還付すべき譲渡割額 １７万０６８８円 

       標記の金額（別紙２１の１の表の順号⑭の金額）は、上記（ア）の金額に地方税法７

２条の８８第２項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）既に還付の確定した譲渡割額 １８９万１１３９円 

       標記の金額（別紙２１の１の表の順号⑯の金額）は、平成２８年３月課税期間確定申

告書（原告Ｂ分）の「還付額」欄に記載された金額である。 

    （エ）差引納付すべき譲渡割額 １７２万０４００円 

       標記の金額（別紙２１の１の表の順号⑰の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額（ただし、地方税法２０条の４の２第３項の規定により１００円

未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

   ウ 納付すべき消費税等の額 ８０９万６１００円 

     標記の金額（別紙２１の１の表の順号⑱の金額）は、前記ア（カ）の金額と上記イ（エ）

の金額を合計した金額である。 

 （２）被告の主張する平成２８年６月課税期間（原告Ｂ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消

費税の譲渡割額等は、次のとおりである。 

   ア（ア）課税標準額 ０円 

       標記の金額（別紙２１の３の表の順号①の金額）は、平成２８年６月課税期間確定申

告書（原告Ｂ分）の「課税標準額」欄に記載された金額であり、平成２８年６月課税期

間確定申告書（原告Ｂ分）の「課税売上額（税抜き）」欄に記載された金額（ただし、

国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）と

も同額である。 

    （イ）課税標準額に対する消費税額 ０円 

       標記の金額（別紙２１の３の表の順号②の金額）は、上記（ア）の金額に消費税法２

９条所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）控除対象仕入税額 ２９万２８５７円 

       標記の金額（別紙２１の３の表の順号④の金額）は、後記ａの金額から後記ｂの金額

を控除した金額に消費税法３０条１項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

      ａ 平成２８年６月課税期間確定申告書（原告Ｂ分）の「課税仕入れに係る支払対価の

額（税込み）」欄に記載された金額 ８億７３２７万５６１７円 

        標記の金額（別紙２１の４の表の順号⑦の金額）は、平成２８年６月課税期間確定

申告書（原告Ｂ分）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載された

金額である。 

      ｂ 前記ａの金額から控除すべき金額 ８億６８２５万５２００円 

        標記の金額（別紙２１の４の表の順号⑧の金額）は、平成２８年６月課税期間仕入

計上額（原告Ｂ分）とこれに係る消費税等の額に相当する金額を合計した金額である

ところ、これに係る課税仕入れはなかったと認められるから、課税仕入れに係る支払

対価の額に含めることはできず、前記ａの金額から控除すべきである。 

    （エ）控除不足還付税額 ２９万２８５７円 

       標記の金額（別紙２１の３の表の順号⑧の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額である。 
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    （オ）既に還付の確定した本税額 ５０９４万１０７７円 

       標記の金額（別紙２１の３の表の順号⑩の金額）は、平成２８年６月課税期間確定申

告書（原告Ｂ分）の「控除不足還付税額」欄に記載された金額である。 

    （カ）差引納付すべき消費税額 ５０６４万８２００円 

       標記の金額（別紙１７の３の表の順号⑪の金額）は、上記（オ）の金額から前記（エ）

の金額を控除した金額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の

端数を切り捨てた後のもの）である。 

   イ（ア）地方消費税の課税標準となる控除不足還付税額 ２９万２８５７円 

       標記の金額（別紙２１の３の表の順号⑫の金額）は、前記ア（エ）の金額である。 

    （イ）還付すべき譲渡割額 ７万９０２４円 

       標記の金額（別紙２１の３の表の順号⑭の金額）は、上記（ア）の金額に地方税法７

２条の８８第２項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）既に還付の確定した譲渡割額 １３７４万６００４円 

       標記の金額（別紙２１の３の表の順号⑯の金額）は、平成２８年６月課税期間確定申

告書（原告Ｂ分）の「還付額」欄に記載された金額である。 

    （エ）差引納付すべき譲渡割額 １３６６万６９００円 

       標記の金額（別紙２１の３の表の順号⑰の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額（ただし、地方税法２０条の４の２第３項の規定により１００円

未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

   ウ 納付すべき消費税等の額 ６４３１万５１００円 

     標記の金額（別紙２１の３の表の順号⑱の金額）は、前記ア（カ）の金額と上記イ（エ）

の金額を合計した金額である。 

 （３）被告の主張する本件課税期間（原告Ｂ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡

割額は、それぞれ前記（１）及び（２）で述べたとおりであり、いずれも本件更正処分（原

告Ｂ分）における本件課税期間（原告Ｂ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消費税の譲

渡割額と同額になるから、本件更正処分（原告Ｂ分）については、いずれも適法なものと認

められる。 

 ２ 本件賦課決定処分（原告Ｂ分）の適法性 

 （１）上記１で述べたように、本件更正処分（原告Ｂ分）は、いずれも適法なものであるところ、

本件更正処分（原告Ｂ分）により新たに納付すべきこととなった税額の計算の基礎となった

事実のうちに、本件更正処分（原告Ｂ分）の前における税額の計算の基礎とされていなかっ

たことについて国税通則法６５条４項所定の「正当な理由」があると認められるものはない。 

 （２）また、本件では、原告Ｂが、本件課税期間（原告Ｂ分）の消費税等について、課税標準の基

礎となるべき事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき、本件課税期間確

定申告書（原告Ｂ分）を提出したことが認められるから、重加算税の賦課要件を充足するも

のといえる。 

 （３）そして、被告の主張する本件課税期間（原告Ｂ分）の消費税等に係る重加算税の額は、別紙

２１の５の表のとおりであり（なお、計算の基礎となるべき税額は、本件更正処分（原告Ｂ

分）により新たに納付すべきこととなった税額（ただし、国税通則法１１８条３項の規定に

より１万円未満の端数を切り捨てた後のもの）であり、重加算税の額は、当該基礎となるべ
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き税額に同法６８条１項所定の税率を乗じて計算した金額である。）、いずれも本件賦課決定

処分（原告Ｂ分）における本件課税期間（原告Ｂ分）の消費税等に係る重加算税の額と同額

になるから、本件賦課決定処分（原告Ｂ分）については、いずれも適法なものと認められる。 
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【別紙１８】 

本件更正処分等（原告Ｃ分）の適法性（被告の主張） 

 

 １ 本件更正処分（原告Ｃ分）の適法性 

 （１）被告の主張する平成２８年３月課税期間（原告Ｃ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消

費税の譲渡割額等は、次のとおりである。 

   ア（ア）課税標準額 ８４万２０００円 

       標記の金額（別紙２２の１の表の順号①の金額）は、平成２８年３月課税期間確定申

告書（原告Ｃ分）の「課税標準額」欄に記載された金額であり、平成２８年３月課税期

間確定申告書（原告Ｃ分）の「課税売上額（税抜き）」欄に記載された金額（ただし、

国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）と

も同額である。 

    （イ）課税標準額に対する消費税額 ５万３０４６円 

       標記の金額（別紙２２の１の表の順号②の金額）は、上記（ア）の金額に消費税法２

９条所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）控除対象仕入税額 ６６万４０７８円 

       標記の金額（別紙２２の１の表の順号④の金額）は、後記ａの金額から後記ｂの金額

を控除した金額に消費税法３０条１項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

      ａ 平成２８年３月課税期間確定申告書（原告Ｃ分）の「課税仕入れに係る支払対価の

額（税込み）」欄に記載された金額 ８４８１万３４０６円 

        標記の金額（別紙２２の２の表の順号⑦の金額）は、平成２８年３月課税期間確定

申告書（原告Ｃ分）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載された

金額である。 

      ｂ 前記ａの金額から控除すべき金額 ７３４２万９２００円 

        標記の金額（別紙２２の２の表の順号⑧の金額）は、平成２８年３月課税期間仕入

計上額（原告Ｃ分）とこれに係る消費税等の額に相当する金額を合計した金額である

ところ、これに係る課税仕入れはなかったと認められるから、課税仕入れに係る支払

対価の額に含めることはできず、前記ａの金額から控除すべきである。 

    （エ）控除不足還付税額 ６１万１０３２円 

       標記の金額（別紙２２の１の表の順号⑧の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額である。 

    （オ）既に還付の確定した本税額 ４８９万４４０１円 

       標記の金額（別紙２２の１の表の順号⑩の金額）は、平成２８年３月課税期間確定申

告書（原告Ｃ分）の「控除不足還付税額」欄に記載された金額である。 

    （カ）差引納付すべき消費税額 ４２８万３３００円 

       標記の金額（別紙２２の１の表の順号⑪の金額）は、上記（オ）の金額から前記（エ）

の金額を控除した金額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の

端数を切り捨てた後のもの）である。 

   イ（ア）地方消費税の課税標準となる控除不足還付税額 ６１万１０３２円 

       標記の金額（別紙２２の１の表の順号⑫の金額）は、前記ア（エ）の金額である。 
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    （イ）還付すべき譲渡割額 １６万４８８１円 

       標記の金額（別紙２２の１の表の順号⑭の金額）は、上記（ア）の金額に地方税法７

２条の８８第２項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）既に還付の確定した譲渡割額 １３２万０７１１円 

       標記の金額（別紙２２の１の表の順号⑯の金額）は、平成２８年３月課税期間確定申

告書（原告Ｃ分）の「還付額」欄に記載された金額である。 

    （エ）差引納付すべき譲渡割額 １１５万５８００円 

       標記の金額（別紙２２の１の表の順号⑰の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額（ただし、地方税法２０条の４の２第３項の規定により１００円

未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

   ウ 納付すべき消費税等の額 ５４３万９１００円 

     標記の金額（別紙２２の１の表の順号⑱の金額）は、前記ア（カ）の金額と上記イ（エ）

の金額を合計した金額である。 

 （２）被告の主張する平成２８年４月課税期間（原告Ｃ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消

費税の譲渡割額等は、次のとおりである。 

   ア（ア）課税標準額 １７３万円 

       標記の金額（別紙２２の３の表の順号①の金額）は、平成２８年４月課税期間確定申

告書（原告Ｃ分）の「課税標準額」欄に記載された金額であり、平成２８年４月課税期

間確定申告書（原告Ｃ分）の「課税売上額（税抜き）」欄に記載された金額（ただし、

国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）と

も同額である。 

    （イ）課税標準額に対する消費税額 １０万８９９０円 

       標記の金額（別紙２２の３の表の順号②の金額）は、上記（ア）の金額に消費税法２

９条所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）控除対象仕入税額 １４万９９９７円 

       標記の金額（別紙２２の３の表の順号④の金額）は、後記ａの金額から後記ｂの金額

を控除した金額に消費税法３０条１項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

      ａ 平成２８年４月課税期間確定申告書（原告Ｃ分）の「課税仕入れに係る支払対価の

額（税込み）」欄に記載された金額 １億９５５５万６５８４円 

        標記の金額（別紙２２の４の表の順号⑦の金額）は、平成２８年４月課税期間確定

申告書（原告Ｃ分）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載された

金額である。 

      ｂ 前記ａの金額から控除すべき金額 １億９２９８万５２００円 

        標記の金額（別紙２２の４の表の順号⑧の金額）は、平成２８年４月課税期間仕入

計上額（原告Ｃ分）とこれに係る消費税等の額に相当する金額を合計した金額である

ところ、これに係る課税仕入れはなかったと認められるから、課税仕入れに係る支払

対価の額に含めることはできず、前記ａの金額から控除すべきである。 

    （エ）控除不足還付税額 ４万１００７円 

       標記の金額（別紙２２の３の表の順号⑧の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額である。 
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    （オ）既に還付の確定した本税額 １１２９万８４４０円 

       標記の金額（別紙２２の３の表の順号⑩の金額）は、平成２８年４月課税期間確定申

告書（原告Ｃ分）の「控除不足還付税額」欄に記載された金額である。 

    （カ）差引納付すべき消費税額 １１２５万７４００円 

       標記の金額（別紙２２の３の表の順号⑪の金額）は、上記（オ）の金額から前記（エ）

の金額を控除した金額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の

端数を切り捨てた後のもの）である。 

   イ（ア）地方消費税の課税標準となる控除不足還付税額 ４万１００７円 

       標記の金額（別紙２２の３の表の順号⑫の金額）は、前記ア（エ）の金額である。 

    （イ）還付すべき譲渡割額 １万１０６５円 

       標記の金額（別紙２２の３の表の順号⑭の金額）は、上記（ア）の金額に地方税法７

２条の８８第２項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）既に還付の確定した譲渡割額 ３０４万８７８５円 

       標記の金額（別紙２２の３の表の順号⑯の金額）は、平成２８年４月課税期間確定申

告書（原告Ｃ分）の「還付額」欄に記載された金額である。 

    （エ）差引納付すべき譲渡割額 ３０３万７７００円 

       標記の金額（別紙２２の３の表の順号⑰の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額（ただし、地方税法２０条の４の２第３項の規定により１００円

未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

   ウ 納付すべき消費税等の額 １４２９万５１００円 

     標記の金額（別紙２２の３の表の順号⑱の金額）は、前記ア（カ）の金額と上記イ（エ）

の金額を合計した金額である。 

 （３）被告の主張する平成２８年５月課税期間（原告Ｃ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消

費税の譲渡割額等は、次のとおりである。 

   ア（ア）課税標準額 ２１５万６０００円 

       標記の金額（別紙２２の５の表の順号①の金額）は、平成２８年５月課税期間確定申

告書（原告Ｃ分）の「課税標準額」欄に記載された金額であり、平成２８年５月課税期

間確定申告書（原告Ｃ分）の「課税売上額（税抜き）」欄に記載された金額（ただし、

国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）と

も同額である。 

    （イ）課税標準額に対する消費税額 １３万５８２８円 

       標記の金額（別紙２２の５の表の順号②の金額）は、上記（ア）の金額に消費税法２

９条所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）控除対象仕入税額 ２５万９１３０円 

       標記の金額（別紙２２の５の表の順号④の金額）は、後記ａの金額から後記ｂの金額

を控除した金額に消費税法３０条１項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

      ａ 平成２８年５月課税期間確定申告書（原告Ｃ分）の「課税仕入れに係る支払対価の

額（税込み）」欄に記載された金額 ４億０９６１万５０２９円 

        標記の金額（別紙２２の６の表の順号⑦の金額）は、平成２８年５月課税期間確定

申告書（原告Ｃ分）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載された
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金額である。 

      ｂ 前記ａの金額から控除すべき金額 ４億０５１７万２８００円 

        標記の金額（別紙２２の６の表の順号⑧の金額）は、平成２８年５月課税期間仕入

計上額（原告Ｃ分）とこれに係る消費税等の額に相当する金額を合計した金額である

ところ、これに係る課税仕入れはなかったと認められるから、課税仕入れに係る支払

対価の額に含めることはできず、前記ａの金額から控除すべきである。 

    （エ）控除不足還付税額 １２万３３０２円 

       標記の金額（別紙２２の５の表の順号⑧の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額である。 

    （オ）既に還付の確定した本税額 ２３７５万８３８２円 

       標記の金額（別紙２２の５の表の順号⑩の金額）は、平成２８年５月課税期間確定申

告書（原告Ｃ分）の「控除不足還付税額」欄に記載された金額である。 

    （カ）差引納付すべき消費税額 ２３６３万５０００円 

       標記の金額（別紙２２の５の表の順号⑪の金額）は、上記（オ）の金額から前記（エ）

の金額を控除した金額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の

端数を切り捨てた後のもの）である。 

   イ（ア）地方消費税の課税標準となる控除不足還付税額 １２万３３０２円 

       標記の金額（別紙２２の５の表の順号⑫の金額）は、前記ア（エ）の金額である。 

    （イ）還付すべき譲渡割額 ３万３２７１円 

       標記の金額（別紙２２の５の表の順号⑭の金額）は、上記（ア）の金額に地方税法７

２条の８８第２項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）既に還付の確定した譲渡割額 ６４１万０９９１円 

       標記の金額（別紙２２の５の表の順号⑯の金額）は、平成２８年５月課税期間確定申

告書（原告Ｃ分）の「還付額」欄に記載された金額である。 

    （エ）差引納付すべき譲渡割額 ６３７万７７００円 

       標記の金額（別紙２２の５の表の順号⑰の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額（ただし、地方税法２０条の４の２第３項の規定により１００円

未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

   ウ 納付すべき消費税等の額 ３００１万２７００円 

     標記の金額（別紙２２の５の表の順号⑱の金額）は、前記ア（カ）の金額と上記イ（エ）

の金額を合計した金額である。 

 （４）被告の主張する平成２８年８月課税期間（原告Ｃ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消

費税の譲渡割額等は、次のとおりである。 

   ア（ア）課税標準額 ３８万４０００円 

       標記の金額（別紙２２の７の表の順号①の金額）は、平成２８年８月課税期間確定申

告書（原告Ｃ分）の「課税標準額」欄に記載された金額であり、平成２８年８月課税期

間確定申告書（原告Ｃ分）の「課税売上額（税抜き）」欄に記載された金額（ただし、

国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）と

も同額である。 

    （イ）課税標準額に対する消費税額 ２万４１９２円 
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       標記の金額（別紙２２の７の表の順号②の金額）は、上記（ア）の金額に消費税法２

９条所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）控除対象仕入税額 ２８万４３１２円 

       標記の金額（別紙２２の７の表の順号④の金額）は、後記ａの金額から後記ｂの金額

を控除した金額に消費税法３０条１項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

      ａ 平成２８年８月課税期間確定申告書（原告Ｃ分）の「課税仕入れに係る支払対価の

額（税込み）」欄に記載された金額 １０３９万２７３３円 

        標記の金額（別紙２２の８の表の順号⑦の金額）は、平成２８年８月課税期間確定

申告書（原告Ｃ分）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載された

金額である。 

      ｂ 前記ａの金額から控除すべき金額 ５５１万８８００円 

        標記の金額（別紙２２の８の表の順号⑧の金額）は、平成２８年８月課税期間仕入

計上額（原告Ｃ分）とこれに係る消費税等の額に相当する金額を合計した金額である

ところ、これに係る課税仕入れはなかったと認められるから、課税仕入れに係る支払

対価の額に含めることはできず、前記ａの金額から控除すべきである。 

    （エ）控除不足還付税額 ２６万０１２０円 

       標記の金額（別紙２２の７の表の順号⑧の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額である。 

    （オ）既に還付の確定した本税額 ５８万２０５０円 

       標記の金額（別紙２２の７の表の順号⑩の金額）は、平成２８年８月課税期間確定申

告書（原告Ｃ分）の「控除不足還付税額」欄に記載された金額である。 

    （カ）差引納付すべき消費税額 ３２万１９００円 

       標記の金額（別紙２２の７の表の順号⑪の金額）は、上記（オ）の金額から前記（エ）

の金額を控除した金額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の

端数を切り捨てた後のもの）である。 

   イ（ア）地方消費税の課税標準となる控除不足還付税額 ２６万０１２０円 

       標記の金額（別紙２２の７の表の順号⑫の金額）は、前記ア（エ）の金額である。 

    （イ）還付すべき譲渡割額 ７万０１９１円 

       標記の金額（別紙２２の７の表の順号⑭の金額）は、上記（ア）の金額に地方税法７

２条の８８第２項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）既に還付の確定した譲渡割額 １５万７０６１円 

       標記の金額（別紙２２の７の表の順号⑯の金額）は、平成２８年８月課税期間確定申

告書（原告Ｃ分）の「還付額」欄に記載された金額である。 

    （エ）差引納付すべき譲渡割額 ８万６８００円 

       標記の金額（別紙２２の７の表の順号⑰の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額（ただし、地方税法２０条の４の２第３項の規定により１００円

未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

   ウ 納付すべき消費税等の額 ４０万８７００円 

     標記の金額（別紙２２の７の表の順号⑱の金額）は、前記ア（カ）の金額と上記イ（エ）

の金額を合計した金額である。 
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 （５）被告の主張する本件課税期間（原告Ｃ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡

割額は、それぞれ前記（１）から（４）までで述べたとおりであり、いずれも本件更正処分

（原告Ｃ分）における本件課税期間（原告Ｃ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消費税

の譲渡割額と同額になるから、本件更正処分（原告Ｃ分）については、いずれも適法なもの

と認められる。 

 ２ 本件賦課決定処分（原告Ｃ分）の適法性 

 （１）上記１で述べたように、本件更正処分（原告Ｃ分）は、いずれも適法なものであるところ、

本件更正処分（原告Ｃ分）により新たに納付すべきこととなった税額の計算の基礎となった

事実のうちに、本件更正処分（原告Ｃ分）の前における税額の計算の基礎とされていなかっ

たことについて国税通則法６５条４項所定の「正当な理由」があると認められるものはない。 

 （２）また、本件では、原告Ｃが、本件課税期間（原告Ｃ分）の消費税等について、課税標準の基

礎となるべき事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき、本件課税期間確

定申告書（原告Ｃ分）を提出したことが認められるから、重加算税の賦課要件を充足するも

のといえる。 

 （３）そして、被告の主張する本件課税期間（原告Ｃ分）の消費税等に係る重加算税の額は、別紙

２２の９の表のとおりであり（なお、計算の基礎となるべき税額は、本件更正処分（原告Ｃ

分）により新たに納付すべきこととなった税額（ただし、国税通則法１１８条３項の規定に

より１万円未満の端数を切り捨てた後のもの）であり、重加算税の額は、当該基礎となるべ

き税額に同法６８条１項所定の税率を乗じて計算した金額である。）、いずれも本件賦課決定

処分（原告Ｃ分）における本件課税期間（原告Ｃ分）の消費税等に係る重加算税の額と同額

になるから、本件賦課決定処分（原告Ｃ分）については、いずれも適法なものと認められる。 

  



61 

 

【別紙１９】 

本件更正処分等（原告Ｄ分）の適法性（被告の主張） 

 

 １ 本件更正処分（原告Ｄ分）の適法性 

 （１）被告の主張する本件課税期間（原告Ｄ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡

割額等は、次のとおりである。 

   ア（ア）課税標準額 ０円 

       標記の金額（別紙２３の１の表の順号①の金額）は、本件課税期間確定申告書（原告

Ｄ分）の「課税標準額」欄に記載された金額であり、本件課税期間確定申告書（原告Ｄ

分）の「課税売上額（税抜き）」欄に記載された金額（ただし、国税通則法１１８条１

項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）とも同額である。 

    （イ）課税標準額に対する消費税額 ０円 

       標記の金額（別紙２３の１の表の順号②の金額）は、上記（ア）の金額に消費税法２

９条所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）控除対象仕入税額 １７万９７０５円 

       標記の金額（別紙２３の１の表の順号④の金額）は、後記ａの金額から後記ｂの金額

を控除した金額に消費税法３０条１項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

      ａ 本件課税期間確定申告書（原告Ｄ分）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込

み）」欄に記載された金額 ７億１３０２万９４７１円 

        標記の金額（別紙２３の２の表の順号⑦の金額）は、本件課税期間確定申告書（原

告Ｄ分）の「課税仕入れに係る支払対価の額（税込み）」欄に記載された金額である。 

      ｂ 前記ａの金額から控除すべき金額 ７億０９９４万８８００円 

        標記の金額（別紙２３の２の表の順号⑧の金額）は、本件仕入計上額（原告Ｄ分）

とこれに係る消費税等の額に相当する金額を合計した金額であるところ、これに係る

課税仕入れはなかったと認められるから、課税仕入れに係る支払対価の額に含めるこ

とはできず、前記ａの金額から控除すべきである。 

    （エ）控除不足還付税額 １７万９７０５円 

       標記の金額（別紙２３の１の表の順号⑧の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額である。 

    （オ）既に還付の確定した本税額 ４１５９万３３８５円 

       標記の金額（別紙２３の１の表の順号⑩の金額）は、本件課税期間確定申告書（原告

Ｄ分）の「控除不足還付税額」欄に記載された金額である。 

    （カ）差引納付すべき消費税額 ４１４１万３６００円 

       標記の金額（別紙２３の１の表の順号⑪の金額）は、上記（オ）の金額から前記（エ）

の金額を控除した金額（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の

端数を切り捨てた後のもの）である。 

   イ（ア）地方消費税の課税標準となる控除不足還付税額 １７万９７０５円 

       標記の金額（別紙２３の１の表の順号⑫の金額）は、前記ア（エ）の金額である。 

    （イ）還付すべき譲渡割額 ４万８４９１円 

       標記の金額（別紙２３の１の表の順号⑭の金額）は、上記（ア）の金額に地方税法７
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２条の８８第２項所定の税率を乗じて計算した金額である。 

    （ウ）既に還付の確定した譲渡割額 １１２２万３６１１円 

       標記の金額（別紙２３の１の表の順号⑯の金額）は、本件課税期間確定申告書（原告

Ｄ分）の「還付額」欄に記載された金額である。 

    （エ）差引納付すべき譲渡割額 １１１７万５１００円 

       標記の金額（別紙２３の１の表の順号⑰の金額）は、上記（ウ）の金額から前記（イ）

の金額を控除した金額（ただし、地方税法２０条の４の２第３項の規定により１００円

未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

   ウ 納付すべき消費税等の額 ５２５８万８７００円 

     標記の金額（別紙２３の１の表の順号⑱の金額）は、前記ア（カ）の金額と上記イ（エ）

の金額を合計した金額である。 

 （２）被告の主張する本件課税期間（原告Ｄ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡

割額は、それぞれ上記（１）で述べたとおりであり、いずれも本件更正処分（原告Ｄ分）に

おける本件課税期間（原告Ｄ分）に係る納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡割額と同

額になるから、本件更正処分（原告Ｄ分）については、適法なものと認められる。 

 ２ 本件賦課決定処分（原告Ｄ分）の適法性 

 （１）上記１で述べたように、本件更正処分（原告Ｄ分）は、適法なものであるところ、本件更正

処分（原告Ｄ分）により新たに納付すべきこととなった税額の計算の基礎となった事実のう

ちに、本件更正処分（原告Ｄ分）の前における税額の計算の基礎とされていなかったことに

ついて国税通則法６５条４項所定の「正当な理由」があると認められるものはない。 

 （２）また、本件では、原告Ｄが、本件課税期間（原告Ｄ分）の消費税等について、課税標準の基

礎となるべき事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき、本件課税期間確

定申告書（原告Ｄ分）を提出したことが認められるから、重加算税の賦課要件を充足するも

のといえる。 

 （３）そして、被告の主張する本件課税期間（原告Ｄ分）の消費税等に係る重加算税の額は、別紙

２３の３の表のとおりであり（なお、計算の基礎となるべき税額は、本件更正処分（原告Ｄ

分）により新たに納付すべきこととなった税額（ただし、国税通則法１１８条３項の規定に

より１万円未満の端数を切り捨てた後のもの）であり、重加算税の額は、当該基礎となるべ

き税額に同法６８条１項所定の税率を乗じて計算した金額である。）、本件賦課決定処分（原

告Ｄ分）における本件課税期間（原告Ｄ分）の消費税等に係る重加算税の額と同額になるか

ら、本件賦課決定処分（原告Ｄ分）については、適法なものと認められる。 
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